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第１章 まちづくりへの参加と協働 

第１節 コミュニティ 

【現状と課題】 

人口減少と少子高齢社会を迎え、災害対策においても、地域コミュニティの重要性が見直さ

れてきています。自治会を中心とした、町民自身の多様な活動によるコミュニティの活性化を

図ることが大切です。 

各地区活動の状況やコミュニティの役割や楽しさ、活動による充実感などをＰＲし、コミュ

ニティ意識の醸成を図るとともに、誰もが積極的に関わることができるよう環境づくりを進め

る必要があります。このため、ごみのないきれいなまちづくりや花いっぱい運動などの具体的

な事業を中心に、リーダーの育成や各種活動への支援を行っていくことが課題です。 

さらに、コミュニティ施設の整備に対して助成することにより、施設の老朽化や未整備に対

応していくとともに、公共施設を開放することも検討課題となっています。 

 

【基本方針】 

コミュニティの活性化のため、多様な環境づくりを行い、支援していきます。特に、緑豊か

な、美しいまちづくりに関連した取り組みを支援し、コミュニティづくりを推進します。 

 

【施策体系】 

      
コミュニティ 

    

意識の醸成と活動への支

援   
コミュニティ活動のＰＲ 

      

    
 

  

コミュニティ活動への助

成 

       

     
 

  

コミュニティ間交流の促

進 

      

      
リーダーの育成 

      

    
コミュニティ施設の整備 

  
コミュニティ施設の整備 

       

     
 

  
公共施設の開放 
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【基本計画】 

１．意識の醸成と活動への支援 

（１）コミュニティ活動のＰＲ 

各地区活動の状況やコミュニティの役割や楽しさ、活動による充実感などをＰＲし、コミュ

ニティ意識の醸成を図ります。また、誰もがコミュニティ活動に積極的に関われるよう支援を

行います。 

（２）コミュニティ活動への助成 

ごみのないきれいなまちづくりや花いっぱい運動などの具体的な事業を中心に、各種活動へ

の助成を行います。 

（３）コミュニティ間交流の促進 

より豊かな活動ができるようコミュニティ間での交流を活発化させます。 

（４）リーダーの育成 

定年を迎える団塊世代や未来を担う若年層を中心に、地域活動のリーダーを育成します。 

 

２．コミュニティ施設の整備 

（１）コミュニティ施設の整備 

集会所などコミュニティ施設の整備を継続して行い、施設の老朽化や未整備に対応します。 

（２）公共施設の開放 

公共施設をコミュニティ活動の場として開放します。 
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第２節 町民参加 

【現状と課題】 

町民の知恵と行動力をまちづくりに生かすことは、町の特色を出すとともに、本当に必要な

事業を進めるために基本となる重要なことです。このため、町民意識調査や地区懇談会、各種

団体との懇談会などを継続して行うことが求められています。 

小川町では、公共施設の整備にあたり公園など一部では、「ワ－クショップ方式」を導入し、

大変効果が上がっていることから、今後も更に進めていくことが大切です。また、「グランドワ

ーク」のように、町有地を活用して町民自らが地域環境の再生や管理を行う活動への支援も必

要です。 

また、多様なボランティア活動ができるよう、活動情報の提供など支援体制を強化すること

が求められています。 

 

【基本方針】 

特色ある効果的なまちづくりのため、あらゆる機会に町民参加を進めます。定期的に町民意

識調査や地区懇談会を行うとともに、ワークショップ、グランドワーク等の定着やボランティ

ア活動への支援を進めます。 

 

【施策体系】 

      
  町民参加 

    
町民意識調査の実施 

  
 

      

    
懇談会の充実 

  
 

       

     
町民参加機会の充実 

  
 

      

    

ボランティア活動等への 

支援   
相談体制強化の充実 

      

      
ＮＰＯとの協働 

       

     
 

  
活動情報の紹介 

 

【基本計画】 

１．町民意識調査の実施 

町民意識調査は、時間を追った変化をみるために必要であり、定期的に実施します。 
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２．懇談会の充実 

町民や各種団体等の声を行政に反映させるため、地区懇談会などを開催します。 

 

３. 町民参加機会の充実 

    ワークショップ等を中心に住民参加の機会を充実させます。 

 

４．ボランティア活動等への支援 

（１）相談体制強化の充実 

生涯学習、福祉、観光など、すべての分野におけるボランティア活動を支援するため、相談

窓口の体制を強化するなど支援を行います。 

（２）ＮＰＯとの協働 

地域の課題や住民ニーズに応えるためＮＰＯとの協働を検討します。 

（３）活動情報の紹介 

ボランティア活動に参加しやすいよう、活動の紹介など情報提供を積極的に進めます。 
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第３節 人権・平和 

【現状と課題】 

同和問題をはじめ、女性、子ども、高齢者、障害者などによるあらゆる差別のない社会を実

現することが求められています。 

平成14年度の「人権と同和問題についての意識調査報告書」によると、人権・同和問題に対

する町民の理解や関心は高まってきています。今後も、「人権教育及び人権啓発の推進に関する

法律」に基づき、人権教育、啓発活動を積極的に推進していく必要があります。人権相談所や

人権啓発活動のネットワーク化を支援してことが必要です。 

また、平成15年には児童虐待防止ネットワークを発足させ、児童の人権を守る取り組みをは

じめています。 

人権を尊重する心豊かな人づくりの推進のため、啓発活動や生涯学習を推進するとともに、

学校教育や社会教育でも平等の視点に立つ教育を推進するとともに、あらゆる場において町民

の権利が擁護されるよう、施策を確実に実施していく必要があります。 

平和への取り組みとしては、非核平和都市宣言を昭和62年９月に行ったほか、広島平和記念

式典への中学生の派遣、原爆写真パネル展開催、平和啓発事業などを実施しており、引き続き

活動を進めていく必要があります。 

 

【基本方針】 

「人権尊重の社会づくり」を目標にかかげ、同和問題や女性、子ども、高齢者、障害者など

によるあらゆる差別のない社会を実現するため、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」

などに基づき、人権教育や人権啓発を積極的に行うとともに、相談体制を強化することにより、

あらゆる場において全ての町民が自らの意思によって選択し、参加できるまちづくりを進めま

す。 

また、平和については、非核平和都市宣言の精神を尊重し、平和を基調にしたまちづくりを

進めます。 
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【施策体系】 

    
  人権・平和 

    

人権教育・人権啓発の推

進   
学校・社会教育の充実 

    
 

    
 

  
啓発活動の充実 

      

    

 

   
人権相談活動等の充実 

    
 

    
社会環境の整備 

  
労働条件の向上 

    
 

    
 

  
職業能力の向上 

  
    

 

   
地域活動への参加促進 

     

   
平和の推進 

  
 

 

【基本計画】 

１．人権教育・人権啓発の推進 

（１）学校・社会教育の充実 

学校教育や社会教育など、あらゆる場を通じて人権教育、同和教育、男女共同参画社会実現

を目指した教育を推進します。 

（２）啓発活動の充実 

広報などによる啓発や調査・研究の推進、講演会、研修会の開催など、効果的な啓発活動を

行います。また、平成17年に発足した「人権啓発活動地域ネットワーク協議会」が有効活用さ

れるよう検討します。 

（３）人権相談活動等の充実 

様々な分野との協力により、「人権相談所」などの幅広い相談窓口体制を整備します。 

 

２．社会環境の整備 

（１）労働条件の向上 

雇用機会の平等を進めるとともに、女性や障害者、外国人も働きやすい環境づくりのため、

企業に協力を要請します。 

（２）職業能力の向上 

福祉分野との協力により、社会的弱者が自立して生活できるよう職業能力の向上のため、各

種講座の開催や資格取得への支援を行います。 

（３）地域活動への参加促進 

さまざまな人権問題を乗り越えて、すべての町民が町政やまちづくりに積極的に関われるよ

う支援を行います。 
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３．平和の推進 

平和の尊さを訴えるため、平和推進事業を幅広く展開します。 
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第４節 男女共同参画 

【現状と課題】 

小川町では、平成10年度に「おがわ男女共生プラン住民意識調査」を実施し、平成12年に「

おがわ男女共生プラン」を策定して、男女が対等な自立したパートナーとして、あらゆる分野

に参画する機会が確保される男女共同参画社会の実現に取り組んでいます。 

今後も、この計画に基づき、「
ひと

女と
ひと

男ともに築くまち、おがわ」を基本理念に男女共同参画社

会づくりを推進するため、男女共生の意識づくりの為の啓発活動を強化して、生涯学習におい

て、男女平等の視点を浸透させていくことが求められています。 

また、「小川町次世代育成支援行動計画」を踏まえ、女性がその能力を一層発揮できるよう、

労働条件や職場環境の改善、福祉サ－ビスの充実により、子育てしながら働きつづけられる環

境づくりを進める必要があります。 

さらに、介護のために仕事を制限されることがないよう、介護の場においても男女間の負担

の偏りをなくし、介護保険制度を中心とした介護支援サ－ビスの充実などの支援が求められて

います。 

一方、男女共同参画社会づくりを推進する中で、行政が率先して審議会などへの女性登用を

増やし、意見を反映させ、能力を活用していくことが課題です。 

 

審議会などの女性委員数      

               年 

区  分 
平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 

総委員数 （ａ）   人 38 38 36 37 38 

女性委員数（ｂ）   人 3 4 4 4 7 

行政委員会 

比率   （b／ａ） ％ 7.9 10.5 11.1 10.8 18.4 

総委員数 （ａ）   人 47 46 47 47 46 

女性委員数（ｂ）   人 6 7 6 6 6 

執行機関の附属

機関 

比率   （b／ａ） ％ 12.8 15.2 12.8 12.8 13.0 

総委員数 （ａ）   人 258 261 258 223 156 

女性委員数（ｂ）   人 72 50 50 46 35 

その他法律また

は条例により設

置しているもの 比率   （b／ａ） ％ 27.9 19.2 19.4 20.6 22.4 

平成17年4月1日現在  資料：女性児童課 

 

【基本方針】 

男女共同参画社会の実現のため、女性も男性も性別にとらわれることなく自立し、一人一人

の個性や能力が十分発揮され、多様なライフスタイルが選択できる環境づくりを目指します。

このため、子育てや介護への支援を強化するとともに、行政への女性参画を推進します。 
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【施策体系】 

    
男女共同参画 

  
男女共生の環境づくり 

  
生涯教育の推進 

      

      
学校教育の推進 

    
 

  
 

 
地域社会での協働 

    
 

  
就業環境の充実 

  
労働条件の向上 

      

      
子育て支援の充実 

      

      
母性の保護 

    
 

  
 

  
職業能力の向上 

   

    
町政への女性参画の推進    

 

【基本計画】 

１．男女共生の環境づくり 

（１）生涯教育の推進 

生涯教育など社会教育の場において、男女共生のための講座開催や女性問題に関する広報・

啓発の充実、調査、研究の推進をして、自主的学習や女性のエンパワーメントを支援します。 

（２）学校教育の推進 

男女共同参画社会の実現を目指した、教育内容の充実、学級運営を行い保護者の授業参観等

を支援するよう企業に対して促します。 

（３）地域社会での協働 

女性が地域の中でいきいきと生活できるよう、子育てや高齢者介護など、福祉サービスを充

実して、女性の社会参画を推進するとともに、地域の活動に参加しやすい環境づくりを促進し

ます。 

 

２．就業環境の充実 

（１）労働条件の向上 

女性が働きやすい環境づくりを進めるため、企業に協力を要請し、女性の労働条件の向上や

多様な働き方への支援、男女雇用機会均等法の精神の徹底を図ります。 

（２）子育て支援の充実 

保育サービスなどの充実や父親教室の開催などにより、働きながらの子育てや産後の職場復

帰、男女共同の子育てなどへの支援を充実します。 
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（３）母性の保護 

保健センターを中心に、母子保健などの推進により、生涯にわたる女性の健康と母性の保護

に努めます。 

（４）職業能力の向上 

職業能力開発のため、関係機関等との連携を強化し、女性の再就職支援や職業能力の向上を

支援します。 

 

３．町政への女性参画の推進 

まちづくりを検討する審議会など、行政への女性の参画を促進します。そのため、審議会条

例の見直しなど、全庁あげて取り組みます。 
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第２章 教育・文化の振興 

第１節 生涯学習 

【現状と課題】 

小川町では、平成10年３月に「生涯学習推進計画」を策定し、講座、教室、自主グル－プ活

動、公民館事業などを中心に生涯学習が行われています。また、計画を推進するため、町民参

加による生涯学習推進町民会議、庁内推進体制として推進本部や推進会議を組織し、今後は、

この推進体制により生涯学習を進めていくことが課題です。 

さらに、生涯学習推進計画に基づき、生涯学習まちづくりを推進するため、学習プログラム

を充実させるとともに、学校開放や公民館など学習の場の利便性向上を図ることが必要です。

このため、指導者登録制度などにより、リーダー的な人材を確保することが重要であり、定年

を向えた団塊世代や専門性の高い人材を活用するとともに、社会教育関係団体との連携による

地域文化伝承技術者の活用などが課題です。 

図書館については、町民によく利用されており、今後も図書などの充実を図るとともに、ホ

ームページ検索・予約システムなどへの対応や公民館・学校などとのネットワークのため、Ｉ

Ｔ化を進めることが求められています。 

 

図書館利用状況     単位：人、点、日 

配 架 場 所 別 利 用 点 数 区分 

年度 
登録者数 入館者数 利用者数 

一   般 児   童 Ｙ   Ａ 合   計 

開 館 
日 数 

平成12年 6,356 － 13,103 48,969 9,082 － 58,051 171 

13 13,252 192,617 78,103 195,472 96,105 － 291,577 246 

14 13,454 205,007 94,790 226,524 108,639 15,514 350,677 273 

15 14,881 207,859 98,598 238,093 107,516 24,222 369,831 280 

16 15,871 207,526 94,428 231,864 101,390 25,165 358,419 283 

※ＹＡ：２階ヤング・アダルトコーナー    資料：社会教育課 

※平成12年度は4月1日～10月31日まで、平成13年度は5月10日～3月31日までの数値  

※平成12年度の入館者数は、計測機器がなかったため不明    

※平成12年度・13年度のYAは一般に計上      

 

蔵書冊数 （配架場所別）   

    単位：冊 

区分 

年度 
総   数 一   般 児   童 Ｙ   Ａ 

平成12年 157,002 134,733 22,269 － 

13 125,461 90,842 34,691 － 

14 164,694 126,690 36,688 1,316 

15 171,290 124,891 37,820 8,579 

16 199,844 152,543 40,504 6,797 

※平成12年度・13年度のYAは一般に計上    資料：社会教育課 
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ＡＶ等資料数       

       単位：点 

区分 

年度 
総   数 

ビデオテー

プ 

コンパクト

ディスク 

カセットテ

ープ 
ＤＶＤ 紙 芝 居 絵   画 

平成12年 4,759 － 3,149 819 － 791 － 

 13 6,629 1,452 3,493 813 － 806 65 

 14 8,058 1,919 4,202 840 183 825 89 

 15 8,529 1,991 4,521 831 222 839 125 

 16 8,812 1,992 4,630 852 326 852 160 

      資料：社会教育課 

 

公民館利用者数（年度別） 

                                        単位：人 

区 分 

年 度 
中央 大河 竹沢 八和田 計 

平成12年 49,115 17,521 13,357 24,279 104,272 

 13 48,929 18,108 13,046 23,420 103,503 

 14 49,747 19,401 14,162 23,473 106,783 

 15 43,632 19,154 14,634 24,543 101,963 

 16 46,533 18,519 14,631 26,423 106,106 

※中央公民館は、大塚コミュニティセンターを含む             資料：社会教育課 

 

【基本方針】 

町民一人一人の自主的な学習活動を支援し、その学習成果が生活や地域に還元されるよう、

生涯学習の推進体制を充実するとともに、公民館と図書館を核に、いつでもどこでもだれでも

が生涯学習に取組める環境づくりを目指します。 

また、地域人材の活用によるリーダーの育成を図り、社会教育関係団体の活動を支援します。 
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【施策体系】 

      
  生涯学習 

    
生涯学習推進体制の確立 

  
 

      

    
生涯学習の拠点づくり 

  

図書館サービスの向上と

利用促進 

       

     
 

  

公民館等生涯学習拠点の

整備充実 

     

   
 
 

   
学校開放の推進 

  
 

  

  
  

  
施設のネットワーク化 

       

     

生涯学習プログラムの 

充実   
 

      

    
生涯学習リーダーの育成 

  
 

      

    

社会教育関係団体への支

援   

 

【基本計画】 

１．生涯学習推進体制の確立 

町民参加の生涯学習推進町民協議会と、庁内体制である生涯学習推進本部及び生涯学習推進

会議の活性化を図るとともに、生涯学習の観点から町長部局と教育委員会の事務局体制の確立

を図ります。 

 

２．生涯学習の拠点づくり 

（１）図書館サービスの向上と利用促進 

多様化、高度化する町民の生涯学習意欲に応えるため、図書館の資料などを充実させ、ホー

ムページ検索・予約システムなどへの対応を進めるとともに、公民館や周辺市町村の図書館な

どとの連携を図ります。また、地域貸出しシステムを拡充するとともに、開館日・開館時間な

どを見直し、サービスの向上を図ります。 

（２）公民館等生涯学習拠点の整備充実 

生涯学習の拠点としての施設整備の充実を進め、図書館などとの連携を深めます。公民館ま

つりや町民主体の講座・教室を開催し、グループ活動などの支援を行うとともに、相談体制の

充実や広報活動を活発にし、幅広い層の利用を促進します。 

（３）学校開放の推進 

身近に学習・活動できる施設として、学校施設の利用方法を検討します。また、県立小川高

等学校との連携も進めます。 

  （４）施設のネットワーク化 

    公民館や図書館などをネットワーク化することにより、施設を有効利用するとともに、活発
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な学習活動を支援します。また、周辺市町村を含めた広域でのネットワーク化を進めます。 

 

３．生涯学習プログラムの充実 

生涯学習推進計画に基づき、より多くの町民が参加できるよう、多様な町民ニーズに対応し

た特色ある生涯学習プログラムの充実を図ります。特に、若年者層を対象としたプログラムを

強化します。 

 

４．生涯学習リーダーの育成 

町民の中から人材を発掘し、生涯学習リーダーとしての活用を図ります。特に定年を迎えた

世代や専門性の高い優れた知識・経験・技術ある人材を生涯学習リーダーとして確保・育成し

ます。また、町職員も生涯学習まちづくりのリーダーとして学習に努め住民に役立つ人材とし

て育成を図ります。 

 

５．社会教育関係団体への支援 

地域文化伝承技術者や生涯学習リーダーを活用するなど、自主的に学習活動を行う社会教育

関係団体への支援を行います。 
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第２節 スポーツ 

【現状と課題】 

町民の健康やリフレッシュのための生涯スポ－ツや、介護予防などのための体力づくりが重

要となっています。その拠点として、総合運動場が活用されていますが、さらに、体育館や野

球場の整備が課題となっています。現在、小・中学校の施設が開放され、利用率も高く好評で

あるので、継続して提供していくことが必要です。 

スポ－ツ活動の振興には、和紙マラソン大会をはじめとしたイベントなどの開催により、成

果発表や交流の機会を多く設けるとともに、各種団体が行う自主活動への支援が重要です。 

スポ－ツの推進体制では、体育協会を核とし、体育指導委員による活動を強化して指導者・

リーダーを育成することが必要です。また、国の「生涯スポーツ振興計画」（平成12年９月）に

よる、総合型地域スポーツクラブの取り組みは、学校教育との連携を図りながら進めていくこ

とが必要です。 

 

小川町社会体育施設概要  

名称・所在地・設置年度 主な施設 

小川町営八幡台グラウンド 多目的グラウンド １０，２００㎡ 

     所在地：大字大塚４４０ （野球場１面）（サッカー場１面） 

     設置年度：昭和４３年度 トイレ・物置 

小川町立武道館 柔剣道場  ４５０．３６㎡ 

     所在地：大字高谷２５１０ 弓道場   射場（３人立ち） 

     設置年度：昭和５５年度  

小川小学校夜間照明 照明灯６基（８灯/基） 

     所在地：大字小川３７７  

     設置年度：昭和５７年度  

大河小学校夜間照明 照明灯６基（８灯/基） 

     所在地：大字腰越２０９  

     設置年度：昭和５８年度  

小川町総合運動場多目的グラウンド ソフトボール２面    グラウンド１２，１００㎡ 

     所在地：大字高谷１４１－１ サッカー場１面（少年用２面）スタンド  ９２０㎡ 

     設置年度：昭和６２年度 陸上２００ｍトラック 

小川町総合運動場ゲートボール場 ゲートボール２面  １，４５０㎡ 

 シェルター 

小川町総合運動場管理棟 ２１０㎡ 

 更衣室・シャワー室・トイレ・ロビー 

小川町総合運動場テニスコート クレーコート４面   ２，４６２．３㎡ 

     設置年度：昭和６３年度 シェルター棟 

 スタンド６５０席 

小川町総合運動場テニスコート クレーコート６面   ４，２００．７㎡ 

     設置年度：平成元年度 スタンド６５０席 

 資料：社会教育課 
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学校開放施設の現況  

学 校 名 施設の概要 

八和田小学校 グラウンド・体育館 

小川小学校 〃 

竹沢小学校 〃 

大河小学校 〃 

東小川小学校 〃 

みどりが丘小学校 〃 

東中学校 〃 

西中学校 〃 

上野台中学校 〃 

欅台中学校 〃 

 資料：社会教育課 

 

【基本方針】 

町民の健康・体力づくりやレクリエーションの振興のため、生涯スポーツへの取り組みを奨

励します。このため、総合運動場などのスポーツ施設を整備・充実するとともに、各種大会の

開催や団体の自主活動を支援します。また、指導者・リーダーの育成や総合型地域スポーツク

ラブの推進など、スポーツ推進体制の強化を図ります。 

 

【施策体系】 

      
  スポーツ 

    
スポーツ施設の充実 

  
総合運動場の整備 

      

    
 

  
学校体育施設開放の推進 

       

     
スポーツ活動の充実 

  

生涯スポーツプログラム

の充実 

       

       

自主活動・各種大会への

支援 

     

    
スポーツ推進体制の充実 

  
体育協会活動への支援 

       

     
 

  
体育・健康指導の充実 

 
      

 

総合型地域スポーツク

ラブの推進 

 

【基本計画】 

１．スポーツ施設の充実 

（１）総合運動場の整備 

町民のスポーツ活動やレクリエーションの拠点として、総合運動場を適切に維持・管理しま

す。また、体育館や野球場の整備を検討します。 



 
17

（２）学校体育施設開放の推進 

身近なスポーツの場として、グラウンドや体育館など町内小・中学校の体育施設の開放を推

進します。また、県立小川高等学校の体育施設の開放についても県教育委員会と連携し推進し

ます。 

 

２．スポーツ活動の充実 

（１）生涯スポーツプログラムの充実 

生涯スポーツ計画に基づき、町民の要望を取り入れて、生涯スポーツプログラムを充実しま

す。特に、レクリエーションや健康づくり、体力づくりメニューを豊富にします。 

（２）自主活動・各種大会への支援 

町民の自主的なスポーツ活動を支援するため、相談体制を充実し、広報・ホームページなど

で活動紹介・情報提供などを行います。また、日頃のスポーツの成果発表の場や、やりがいの

ある目標として、マラソン大会をはじめ各種スポーツ大会の開催を支援します。町内外から多

くの参加者を募って交流を活発にし、イベント化して定着を図ります。 

 

３．スポーツ推進体制の充実 

（１）体育協会活動への支援 

スポーツ推進の体制充実のため、その核となる体育協会活動を支援します。特に、青少年教

育と連携して、スポーツ少年団の活動を推進します。 

（２）体育・健康指導の充実 

生涯スポーツへの正しい取り組みや、豊富なプログラムに応じた適切な指導が受けられるよ

う、体育指導委員の活動を強化し、指導者・リーダーの育成を図ります。また、栄養・健康面

でのアドバイスについては、保健センターや医療機関との連携により効果的な方法を検討しま

す。 

（３）総合型地域スポーツクラブの推進 

  少子化が進む中、学校教育との連携による総合型地域スポーツクラブの活動は、重要となっ

ており、地域ぐるみでの取り組みを推進します。 
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第３節 文化 

【現状と課題】 

小川町には、和紙に代表される貴重な伝統文化や、国の重要文化財吉田家住宅、大聖寺の六

面憧など多くの文化財が残されています。このような歴史的文化遺産は、町の歴史や文化、自

然を理解するうえで欠くことのできないものであるとともに、町の誇りであり、観光資源でも

あります。 

特に、和紙は、埼玉伝統工芸会館において伝統文化として紹介しているほか、平成11年には

小川町和紙体験学習センターを開設し、紙漉き体験や生業としての技術継承の場として活用を

図っています。また、平成16年度からは、第２回小川和紙技術継承者育成事業を実施していま

す。 

今後は、埼玉伝統工芸会館および小川町和紙体験学習センターを拠点として、伝統文化の継

承に努めるとともに、ハイキングなどの自然活用と連携して、文化と自然を活かした観光のま

ちづくりを進めることが課題です。 

また、地域を知り郷土愛を育むため、「町史」や収集資料を町民の文化活動や学習に幅広く活

用することが求められています。 

一方、町民の自主的な文化活動として、小川文化展などが実施されており、今後も、生涯学

習と関連して、多彩な文化活動を支援し、芸術・文化の薫り高いまちづくりを進めていく必要

があります。 

 

『小川町の歴史』刊行本一覧      

区分 刊行物の名称 刊行部数 刊行年月日 

普 及 版 小川町のあゆみ 14,000 平17．1．30 

資 料 編 資料編１ 考古 1,000 平11．3．26 

 資料編２ 古代・中世Ⅰ 1,000 平11．3．31 

 資料編３ 古代・中世Ⅱ 1,500 平 9．3．31 

 資料編４ 近世Ⅰ 1,000 平12．3．31 

 資料編５ 近世Ⅱ 1,000 平13．3．30 

 資料編６ 近代 1,000 平12．3．31 

 資料編７ 近代・現代 1,000 平13．2．28 

通 史 編 通 史 編 上巻 1,500 平15．8．29 

 通 史 編 下巻 1,500 平15．7．31 

別  編 民俗編 1,000 平13．3．30 

 小川町の自然 地質編 1,000 平11．3．25 

 小川町の自然 植物編 1,000 平15．2．28 

 小川町の自然 動物編 1,000 平12．3．31 

別  冊 絵図で見る小川町 2,000 平10．6．10 

報 告 書 小川町の墓石調査報告書 500 平12．9．30 

平成17年4月現在     資料：社会教育課 
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【基本方針】 

町民の芸術・文化活動を活発にするため、情報の提供や文化施設の整備を進めます。また、

生涯学習などへの町史の活用や紙漉き体験などにより郷土愛を育み、和紙に代表される伝承文

化・文化財を継承するとともに、豊かな自然と組み合わせた観光資源として文化財を活用しま

す。 

 

【施策体系】 

      
 文化 

  
町民文化活動の支援 

  
文化施設の整備 

      

    
 

  
イベント開催の支援 

      

    
 

  
情報・資料の提供 

      

    
伝承文化の継承と活用 

  
和紙文化の継承と活用 

      

      
伝承文化の継承と活用 

     

   
文化財の保全と活用       

  
文化財の保全と活用 

      

      
埋蔵文化財の保護 

 

【基本計画】 

１．町民文化活動への支援 

（１）文化施設の整備 

町民会館は、町民文化活動の場として新たな展開を図るとともに、明るく利用しやすい施設

として、イメージアップに努めます。 

（２）イベント開催への支援 

小川文化展などのイベントの開催を支援し、町民主体の芸術・文化組織の活動を奨励します。 

（３）情報・資料の提供 

郷土への関心と愛着を高めるため、「町史」や収集資料を生涯学習などに広く活用します。 

また、町民文化活動の情報を広報・ホームページなどにより提供します。 

 

２．伝承文化の継承と活用 

（１）和紙文化の継承と活用 

国の重要無形文化財である手漉き和紙の細川紙など、小川和紙文化の伝承のため、埼玉伝統

工芸会館や小川町和紙体験学習センターを中心に、和紙のふるさとづくりを推進します。また、
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産業振興事業と連携して、観光への活用、後継者の育成や新商品の開発などを支援します。 

（２）伝承文化の継承と活用 

下里のささら獅子舞など、小川町に古くから伝わる民俗文化の継承のため、町民主体の保存

会を支援します。また、それらの伝承文化についてＰＲし、観光資源として活用します。 

 

３．文化財の保全と活用 

（１）文化財の保全と活用 

国の重要文化財である吉田家住宅や大聖寺の六面憧の他、史跡・記念物など、町内の文化財

を保全するとともに、情報・資料などを整理し、観光資源としても活用します。 

（２）埋蔵文化財の保護 

埋蔵文化財について、適切な発掘・調査を推進し、その保護に努めます。 
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小川町所在指定文化財一覧 

種別  名称 員数 所有者 指定年月日 

国 有形文化財 建造物 吉田家住宅 １棟 吉田辰己 平成元年5月19日 

国 有形文化財 考古資料 石造法華経供養塔 １基 大聖寺 大正2年8月20日 

   板碑 １基  昭和54年6月6日 

国 民俗文化財 工芸技術 細川紙 18人 細川紙技術者協会 昭和53年4月26日 

県 記念物 史跡 穴八幡古墳 １基 小川町他 昭和34年3月20日 

県 記念物 史跡 腰越城跡 １か所 小川町他 平成4年3月11日 

県 記念物 史跡 四ツ山城跡 １か所 四津山神社他 平成15年3月18日 

県 記念物 旧跡 諏訪神社奉祀跡 １か所 八和田神社 昭和36年9月1日 

県 記念物 旧跡 仙覚律師遺跡 １か所 八幡神社 昭和36年9月1日 

県 記念物 天然記念物 堂平のヒカリゴケ自生地 １か所 小川町 昭和6年3月31日 

県 記念物 天然記念物 古寺鍾乳洞 １か所 小久保角次他 昭和11年3月31日 

県 記念物 天然記念物 下里の大モミジ １本 田中直治 昭和16年3月31日 

県 記念物 天然記念物 下里のスダジイ林 １か所 八宮神社 平成8年3月19日 

町 有形文化財 建造物 八宮神社本殿 １棟 八宮神社 昭和53年3月17日 

町 有形文化財 絵画 武田信俊筆鷹絵図 ２幅 輪禅寺 昭和53年3月17日 

町 有形文化財 絵画 絹本着色徳川家康画像 １幅 普光寺 昭和53年3月17日 

町 有形文化財 彫刻 龍谷薬師如来立像 １躯 西光寺 昭和53年3月17日 

町 有形文化財 彫刻 東昌寺薬師如来立像 １躯 東昌寺 昭和53年3月17日 

町 有形文化財 工芸品 諏訪神社鰐口 １口 八和田神社 昭和53年3月17日 

町 有形文化財 書跡 山岡鉄舟の白鳥神社の幟旗 １対 白鳥神社 平成14年3月13日 

町 有形文化財 書跡 山岡鉄舟の木呂子の幟旗（紙本） １対 木呂子区 平成14年3月13日 

町 有形文化財 古文書 岡本家文書  岡本家 昭和38年3月12日 

町 有形文化財 古文書 笠原家文書  笠原家 昭和38年3月12日 

町 有形文化財 古文書 酒井家文書  酒井家 昭和38年3月12日 

町 有形文化財 古文書 鈴木家文書  鈴木家 昭和38年3月12日 

町 有形文化財 古文書 福島家文書  梅沢家 昭和38年3月12日 

町 有形文化財 古文書 松本家文書  松本家 昭和38年3月12日 

町 有形文化財 古文書 山口家文書  山口家 昭和38年3月12日 

町 有形文化財 古文書 横川家文書(写し) １３点 横川家 平成4年3月25日 

町 有形文化財 考古資料 円城寺板石塔婆 ３基 円城寺 昭和38年3月12日 

町 有形文化財 考古資料 大梅寺二連板石塔婆 １基 大梅寺 昭和53年3月17日 

町 有形文化財 考古資料 大橋堂阿弥陀三尊種子板石塔婆 １基 慈眼寺 昭和53年3月17日 

町 有形文化財 考古資料 西古里地蔵菩薩板石塔婆 １基 西古里区 平成8年4月19日 

町 民俗文化財 無形民俗文化財 下里の獅子舞  下里獅子舞保存会 昭和44年6月26日 

町 民俗文化財 無形民俗文化財 上古寺氷川神社のエンエンワ  氷川神社 平成13年8月23日 

町 記念物 歴史資料 飢饉警告之碑 １基 竹沢勲 昭和38年3月12日 

町 記念物 史跡 武田氏一族の墓域 １か所 輪禅寺 昭和38年3月12日 

町 記念物 史跡 青山（割谷)城跡 １か所 大木政治他 平成4年3月25日 

町 記念物 史跡 奈良梨陣屋跡 １か所 八和田神社 平成8年4月19日 

町 記念物 史跡 行人塚塚群 １か所 中島正行他 平成14年3月13日 

町 記念物 史跡 鎌倉街道上道跡 ３か所 千野慶治他 平成14年3月13日 

町 記念物 史跡 青山の百庚申付円城寺冨士講碑 １か所 氷川神社 平成14年3月13日 

町 記念物 史跡 下横田の百庚申 １か所 小川町 平成14年3月13日 

町 記念物 史跡 中城跡 １か所 八幡神社他 平成15年8月21日 

町 記念物 天然記念物 熊野神社の大スギ １本 熊野神社 昭和38年3月12日 

町 記念物 天然記念物 白山神社の大カシ １本 白山神社 昭和38年3月12日 

町 記念物 天然記念物 八幡神社の大ケヤキ １本 八幡神社 昭和38年3月12日 

町 記念物 天然記念物 八和田神社の大スギ １本 八和田神社 昭和38年3月12日 

町 記念物 天然記念物 鈴木家の大クワ １本 鈴木喜久雄 昭和38年3月12日 

町 記念物 天然記念物 関根家のタイサンボク １本 関根照夫 昭和38年3月12日 

町 記念物 天然記念物 横川家のトチノキ １本 横川重衛 昭和38年3月12日 

町 記念物 天然記念物 福島家のマキ １本 福島章 昭和63年2月14日 

町 記念物 天然記念物 青山氷川神社の森 １か所 氷川神社 昭和63年2月14日 

町 記念物 天然記念物 根岸山の大グミ １本 山田善三 昭和63年2月14日 

町 記念物 天然記念物 自性院のカヤ １本 自性院 昭和63年2月14日 

町 記念物 天然記念物 三光神社の大スギ １本 三光神社 平成8年4月19日 

町 記念物 天然記念物 笠山のブナ林 １か所 笠山神社 平成14年3月13日 

町 記念物 天然記念物 青山天満宮のヒサカキ １本 氷川神社 平成17年3月28日 

平成17年4月現在     資料：社会教育課 
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第４節 幼児・義務教育 

【現状と課題】 

幼児期の教育は、特に心の発達において重要であり、少子化、核家族化が進む中で家庭・地

域の教育力を高めるとともに、子育て支援の場として幼稚園への期待が高まっています。 

小川町には私立幼稚園が２園あり、私立幼稚園園児の保護者に対して町から就園奨励費を支

給しています。引き続き、少子化対策として続けていく必要があります。 

また、預かり保育による保育時間の延長など、保護者のニーズに応えた幼稚園教育を行うと

ともに、家庭・地域社会及び保育所や小学校との連携により、教育の連続性、一貫性を図るこ

とが課題です。そこで、幼稚園と保育所・小学校が今後も幼児教育について合同で協議する職

員研修を充実させていくことが必要です。 

義務教育施設は、小学校６校、中学校４校がありますが、少子化により１校あたりの児童、

生徒数が減少しています。適正規模の学校とするために、今後、小・中学校の統廃合も課題と

なっています。また、施設の老朽化により、耐震補強を必要とする学校もあり、災害時の避難

場所にも指定されていることからも、緊急性の高い順に整備を進めていく必要があります。 

情報通信社会の進展や国際化が進む中、小・中学校教育においても変化する社会に対応した

教育が求められており、ＩＴ設備の充実や指導者・リーダーの確保が課題です。また、豊かな

人間性や社会性を育むため、体験を重視した福祉・環境分野の教育の充実も必要です。このた

め、教職員の一層の資質向上と地域との連携が求められています。 

さらに、障害のある児童生徒に対しては、一人一人の教育ニーズに応じた指導の充実を図る

必要があります。 

 

幼稚園年齢別園児数の推移                             単位：人 

総数 ３歳児 ４歳児 ５歳児 区 分 

年 度 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 

平成１３年度 371 182 189 72 34 38 147 68 79 152 80 72 

１４ 351 168 183 62 32 30 145 69 76 144 67 77 

１５ 321 154 167 69 30 39 108 56 52 144 68 76 

１６ 295 157 138 71 43 28 118 61 57 106 53 53 

１７ 307 164 143 79 42 37 109 62 47 119 60 59 

各年５月１日現在                                  資料：学校基本調査 
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学校の概要 

園児・児童・生徒数 区 分 

学 校 
校数（校） 教員数（人） 学級数 

総数（人） 男（人） 女（人） 

総数 15 280 153 4,212 2,170 2,042 

幼稚園 2 23 13 307 164 143 

小学校 8 114 73 1,832 950 882 

中学校 4 84 41 1,182 583 599 

高等学校（全） 50 22 843 449 394 

高等学校（定） 
1 

9 4 48 24 24 

平成17年５月１日現在 資料：学校基本調査 

※ 小学校数：分校２校を含む。（現在休校中）  

※ 高等学校：（全）は全日制。（定）は定時制。  

 

小学校児童数の推移                                 単位：人 

年 度  

学校名 
平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 

八和田小学校 271 247 227 226 203 

小川小学校 727 709 683 635 591 

小川小学校 下里分校 18 12      

竹沢小学校 176 157 151 160 148 

大河小学校  336 312 308 283 281 

大河小学校 腰越分校 7 4      

東小川小学校 309 297 255 230 218 

みどりが丘小学校 530 487 457 429 391 

計 2,374 2,225 2,081 1,963 1,832 

各年５月１日現在                              資料：学校基本調査 

 

中学校生徒数の推移                                 単位：人 

年 度  

学校名 
平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 

東中学校 646 598 554 512 505 

西中学校 335 324 303 290 259 

上野台中学校 260 232 228 187 162 

欅台中学校 317 304 287 277 256 

計 1,558 1,458 1,372 1,266 1,182 

各年５月１日現在                              資料：学校基本調査 
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給食数の推移     

年 度  

学校名 
平成１３年 平成１４年 平成１５年 平成１６年 平成１７年 

小川小学校 784 760 716 668 624 

（下里分校） 22 16    

大河小学校 365 337 329 304 303 

（腰越分校） 8 5    

竹沢小学校 190 171 166 175 163 

八和田小学校 291 266 243 245 221 

東小川小学校 325 314 272 247 237 

みどりが丘小学校 557 515 484 454 416 

小学校計 2,512 2,363 2,210 2,093 1,964 

東中学校 685 638 593 550 543 

西中学校 359 351 331 317 283 

上野台中学校 280 251 249 206 179 

欅台中学校 338 327 310 298 277 

学校給食センター 28 27 26 25 24 

中学校計 1,690 1,594 1,509 1,396 1,306 

合   計 4,202 3,957 3,719 3,489 3,270 

各年５月１日現在                            資料：給食センター 

 

【基本方針】 

幼児教育の充実と少子化対策のため、幼稚園就園奨励費の助成を継続し、保育ニーズへの対

応を図るとともに、幼稚園・保育所・小学校教育の一貫性を高めます。 

小・中学校教育においては、心身ともに健康で郷土の自然と文化を愛し、人間性豊かな児童

生徒の育成をめざして、義務教育の施設整備と教育内容の充実を図ります。また、環境・福

祉・情報・道徳教育などを充実します。特に障害児教育は、一人一人の教育ニーズに応じた支

援の充実に努めます。さらに、国際性を育む教育を実践します。 

このため、教職員の資質・能力の一層の向上を図るとともに、地域との連携を深めます。 
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【施策体系】 

      
  幼児･義務教育 

    

幼児期における教育の充

実   
 

     

    
幼稚園就園への支援 

  
 

    
   

    
教育環境の充実 

  
教育施設・設備の充実 

      

    
 

  
学校給食の推進 

     

     

確かな学力と生きる力を

育てる教育の推進   
学習指導の充実 

    
 

    
 

  

多彩な教育の推進（地

域･環境･福祉･ＩＴ） 

      

    
 

  
障害児教育の充実 

      

      
心の教育の充実 

     

   
 

  
教育相談の充実 

     

    

国際性を身につけさせる

教育の推進   

国際理解と英語教育の推

進 

     

     
 

  

帰国子女、外国人子女教

育の充実 

      

    
教職員の資質向上 

  
 

 

【基本計画】 

１．幼児期における教育の充実 

大切な幼児期を一貫した教育理念･方針に基づき、大きな枠組みの中でとらえるため、幼稚

園･保育所･小学校など地域の幼児教育機関の連携を推進します。また、地域や家庭との連絡を

密にして少子化に対応します。 

 

２．幼稚園就園への支援 

私立幼稚園児保護者への就園奨励費の支給を継続します。 

 

３．教育環境の充実 

（１）教育施設・設備の充実 

老朽化した施設の維持管理に努めるとともに、緊急性の高い順に、計画的に整備を行います。

また、教育内容に見合った適切な設備･備品などを設置します。 

（２）学校給食の推進 

学校給食センター設備を点検し、安全でおいしい給食を提供するとともに、設備の計画的な
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更新を進めます。 

 

４．確かな学力と生きる力を育てる教育の推進 

（１）学習指導の充実 

学習指導要領に基づき、創造性を伸ばし、豊かな人間性とたくましい体を育むよう指導方法

の工夫・改善により学習指導の充実を図ります。また、小・中学校間の連携を深めます。 

（２）多彩な教育の推進（環境･福祉･ＩＴ） 

    地域に根ざした教育、環境教育、ノーマライゼーションの理念に基づく教育、情報通信社会

に対応した教育など、変化する社会に応じた教育を推進します。 

（３）障害児教育の充実 

障害のある児童生徒に対しては、一人一人の教育的ニーズに応じた支援の充実を図ります。 

（４）心の教育の充実 

社会で生きていく上で必要な、人間として当たり前のことが実践でき、自然や人を愛する豊

かな心を育む教育の充実を図ります。 

（５）教育相談の充実 

    いじめや不登校等児童生徒の心の問題を解決するため教育相談室・広域適応指導教室の機能

の充実を図ります。 

 

５．国際性を身につけさせる教育の推進 

（１）国際理解と英語教育の推進 

異文化への関心を高め、理解を深めるとともに、国際社会で活躍できる世界的視野を持った

人づくりを推進します。このために、小・中学校にＡＬＴを配置・派遣して、英語教育の一層

の充実を図ります。 

（２）帰国子女･外国人子弟教育の充実 

    帰国子女や外国人子弟については、本人も学校も有意義となるよう受け入れ体制を整え、個

別のケースに対応したきめ細かい教育を行います。 

 

６．教職員の資質向上 

多彩な教育ニーズに対応できるよう、教職員の資質能力の一層の向上を図るため、研修内容

や研修方法を工夫・改善し、自発的・主体的な研修を奨励します。 
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第５節 中等・高等教育等 

【現状と課題】 

小川町には、県立小川高校がありますが、地域に密着した高等教育機関として連携を深める

ため、公民館講座「ウィークエンドジュニアスクール」での協力を継続するなど、生涯教育の

ための公開講座や施設の開放などを要請していく必要があります。 

また、近隣市町村に立地する大学や研究機関等の高度かつ専門的な機能を活用することで、

多様化する町民の生涯学習の欲求に応じていくことが求められています。 

 

県立小川高等学校生徒数の推移                        単位：人 

総   数 全 定 別 区 分 

年 度 計 男 女 全日制 定時制 

平成１３年度 1,027 515 512 966 61 

１４ 990 497 493 934 56 

１５ 959 478 481 897 62 

１６ 915 463 452 855 60 

１７ 891 473 418 843 48 

各年５月１日現在 資料：学校基本調査 

 

【基本方針】 

町民の高等教育等への欲求に対応して、県立小川高校の施設開放を要請するとともに、周辺

に立地する大学や研究機関との連携を進めます。 

また、新たに大学や研究機関などの誘致を検討します。 

 

【施策体系】 

    
  中等・高等教育等 

    
県立小川高校との連携 

  
 

     

   
大学･研究機関との連携 

  
 

      

   
大学･研究機関等の誘致 

   

 

【基本計画】 

１．県立小川高校との連携 

県立小川高校には、地域に密着した高校として、施設開放等を要請していきます。 

また、近隣市町村に立地する大学等との連携を図り、町民の生涯学習活動の充実を図ります。 
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２．大学・研究機関との連携 

町民の強い学習意欲と高い学習レベルに対応するため、周辺市町村に立地する大学や研究機

関などとの連携を深めます。 

 

３．大学・研究機関等の誘致 

新たに、大学や研究機関などの誘致を検討します。 
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第３章 都市基盤の充実 

第１節 土地利用 

【現状と課題】 

小川町は、四方を山に囲まれた盆地の中に市街地が形成されていて、河川沿いに住宅、商工

業施設が混在し、３つの大型住宅団地（予定地含む）があります。また、周辺の山あいには、

谷津田が点在しています。そして、一団の農地は、小川地区と大河地区にもありますが大部分

は、八和田地区に集中しています。 

交通は、JR八高線、東武東上線の鉄道と、国道254号、県道熊谷小川秩父線などの道路網が主

要な役割を果たしています。 

今後も、小川町国土利用計画や小川町都市計画マスタープラン、農業振興地域整備計画など、

土地利用に関連する計画との整合性を図りながら、土地利用構想を立て、ゆるやかに調和のと

れた発展をしていくという方針により、本町の地形的特徴を生かした土地利用の展開を図る必

要があります。 

しかしながら、この展開に当たっては、森林の保全、住工混在の解消、JRの電化や東上線の

複線化、道路の歩車道分離、遊休農地の活用など、多くの課題があります。 

また、都市計画法や農業振興地域の整備に関する法律、景観法等により、規制誘導を図って

乱開発を防ぎ、円滑な土地利用を進めていくとともに、土地が有効に利用されているかどうか

を検討する方法について、研究していくことも求められています。 

 

地目別面積の推移 

平成１３年 平成１４年 平成１５年 平成１６年 平成１７年 

面積 構成比 面積 構成比 面積 構成比 面積 構成比 面積 構成比 

年度 

 

地目 (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) 

総面積 6,045 100.00 6,045 100.00 6,045 100.00 6,045 100.00 6,045 100.00 

田 362 5.99 364 6.02 361 5.97 365 6.04 364 6.02 

畑 522 8.64 522 8.64 525 8.68 526 8.70 525 8.68 

宅地 544 9.00 545 9.02 547 9.05 543 8.98 546 9.03 

池沼 2 0.03 2 0.03 2 0.03 2 0.03 2 0.03 

山林 2,042 33.78 2,089 34.56 2,107 34.86 2,104 34.81 2,206 36.49 

原野 28 0.46 27 0.45 27 0.45 27 0.45 27 0.45 

雑種地 347 5.74 349 5.77 342 5.66 349 5.77 322 5.33 

その他 2,198 36.36 2,147 35.51 2,134 35.30 2,129 35.22 2,053 33.97 

各年１月１日現在      資料：固定資産の概要調書 
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【基本方針】 

秩序ある土地利用を進めるため、基本構想の土地利用構想に沿って、国土利用計画等を推進

します。また、関連法令の運用により土地利用を適切に規制するとともに、面整備事業や地区

計画等の規制誘導手法の導入を進めます。 

 

【施策体系】 

      
  土地利用 

    
土地利用の計画づくり 

  
土地利用関連計画の推進 

       

      
規制誘導手法の導入 

       

       
地籍調査の推進 

       

       
適正な町有地化 

     

    
特徴ある土地利用 

  
土地の有効活用 

      

        
幹線道路沿いの誘導 

 

【基本計画】 

１．土地利用の計画づくり 

（１）土地利用関連計画の推進 

全体的な土地利用については、小川町第４次総合振興計画基本構想に沿って、小川町第３次

国土利用計画を推進します。 

市街地の整備については、小川町都市計画マスタープランを踏まえ、既存市街地の整備や保

全、新市街地の整備など、計画的な土地利用を行います。 

農業的土地利用については、農業生産活動の必要性を考慮をして、農業振興地域整備計画を

踏まえ、農地の保全を図ります。 

さらに、森林法、自然公園法など関連法令を活用して、秩序ある土地利用を推進します。 

（２）規制誘導手法の導入 

土地利用構想に適合した開発が行われるよう努めるとともに、地区計画制度等の指定を促進

します。これらの計画策定においては、立案段階から町民参加のまちづくりを推進します。 

（３）地籍調査の推進 

計画的に地籍調査を行い、調査結果の合理的な利活用を検討します。 

（４）適正な町有地化 

公共事業の推進や町土の保全のため、必要に応じて町有地化を行います。 
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２．特徴ある土地利用 

（１）土地の有効活用 

後継者不足による遊休農地や管理の不十分な森林の増加に歯止めをかけるため、保全だけで

なく転用も含めた有効利用を検討します。 

また、長期にわたる低・未利用の町有地は、町民主体のまちづくり活動への提供や民間への

賃貸など、その有効利用を進めます。 

（２）幹線道路沿いの誘導 

国道254号バイパス及び、幹線道路沿いの開発については、土地利用構想に基づいて適正な誘

導を行います。 
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第２節 自然環境 

【現状と課題】 

小川町の面積の多くを占める森林は、その一部が県立長 玉淀自然公園に指定され、豊かな

自然環境を残しています。これらの山林や河川、ため池及び生態系などの自然環境は、環境基

本計画及び環境保全条例に基づき、町民の宝物として可能な限り保全し、継承していく必要が

あります。 

特に森林の緑は、地球温暖化で問題になっている温室効果ガスの二酸化炭素を吸収する働き

があり、環境保全の観点からも重要となっています。 

また、開発による破壊から守って美しい山並みを維持するとともに、林業生産の場としての

整備を図り、混合林化なども検討していく必要があります。 

さらに、環境保全の一方で、スギやヒノキを中心に人口林から発生する花粉による被害も課

題となっています。 

河川は、市街地の槻川と兜川、八和田の水田を潤す市野川があり、また、農業用水として利

用されているため池も多く残っています。この水辺環境の保全、水量や清流の確保のため、森

林の保全、混合林化、下水道の整備、多自然型工法の導入などにより総合的な対策を進めてい

く必要があります。 

現在、小川町では、町民参加による河川清掃やウグイの放流、花いっぱい運動などを推進し

ていますが、町民が身近な自然環境に触れることによって、地球温暖化や酸性雨、ダイオキシ

ンなどの化学物質、オゾンホール拡大、代替エネルギーなどの環境問題に関心を持ち、主体的

に保全活動や清掃活動に取り組むよう、ライフステージに応じた学習プログラムを用意するな

ど、環境教育に力を入れていくことが大切です。 

 

【基本方針】 

生態系を含めた森林・河川などの自然環境を保全していくため、学校・社会教育の場で、環

境教育を充実します。また、町民との協働による自然環境の保全・改善活動を推進します。 
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【施策体系】 

      
  自然環境 

    
環境保全の意識醸成 

  
 環境教育の充実 

    

  
  

  
町民活動への支援 

   

     
森林などの保全 

  

  
 

       

     
河川などの保全 

  
清流の回復 

      

    
 

  
水量の確保 

       

   
生態系の保全 

   

 

【基本計画】 

１．環境保全の意識醸成 

（１）環境教育の充実 

自然環境を保全するためには、それが私たちに必要なものであると認識することが必要であ

り、環境基本計画に基づき、学校教育、社会教育などを通じて環境教育を推進します。 

（２）町民活動への支援 

自然環境を保全、改善するための環境美化運動の主体として、また、自然環境を維持管理し

ていく主体として、森林ボランティアなどの環境保全ボランティア団体を育成するとともに、

町民の環境についての活動を支援します。 

 

２．森林などの保全 

森林整備計画に基づき、森林の有する公益的機能の維持増進を図るための施業を推進する地

区を設定し、保全します。 

また、近年、スギやヒノキなど人口林から発生する花粉被害への対策について、検討してい

きます。 

 

３．河川などの保全 

（１）清流の回復 

清流を回復するため、森林の保全、まちの美化、不法投棄の防止など、総合的な取り組みを

行います。特に、河川整備は、生態系へ配慮した整備に努めます。また、町民参加による河川

の清掃を実施し、河川敷やため池周辺を親水空間として活用します。 

（２）水量の確保 

適切な県水の活用を図りながらも、安全な自己水の安定確保のため、水源の森林保全や河

川・ため池などの公共用水域の浄化を行います。また、限られた資源である水を有効利用する
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ため、節水の普及と再利用方法の研究を進めます。 

 

 ４．生態系の保全 

森林や河川の保全とともに、不耕作水田等の町有地化や借り上げなどにより、トンボやホタ

ル、水鳥等が生息する環境をづくりを推進します。 
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第３節 市街地・集落 

【現状と課題】 

小川町の市街化区域の面積は553haであり、うち、住居系が451ha、商業系が34ha、工業系が

68haです。 

商業地は、小川駅前中心商業地の整備を推進し、電線の地中化、街灯、歩道のグレードアッ

プなど、観光を意識して景観を考えた整備を図る必要があります。このため、商工会、関係権

利者との懇談会・勉強会の開催や、市街地再開発等の都市計画を組み合わせて、最適な手法を

検討し、総合的かつ効率的な展開を図ることが必要です。また、幹線道路沿道については、商

業的土地利用などによる有効利用が求められています。 

住宅地は、道路や公園等の公共施設の整備と宅地開発を一体的に行い、災害に強い良好な水

準を確保することが課題です。また、地区計画制度等の導入により、地区の特性に応じたきめ

細かなまちづくりや、生活福祉空間づくりの考えに基づいた人にやさしいまちづくりを推進す

ることが求められています。町営住宅は、小川町営住宅整備基本計画に基づいて建替えを進め

るとともに、小川町高齢者住宅計画などにより、町民のニーズに沿った住宅地づくりを検討す

ることが必要です。 

工業地は、準工業地域の用途純化を今後も推進するとともに、市町村型工業団地の整備を図

り、熟度の高い予定整備地区から着手することが必要です。また、伝統産業の「和紙のまちづ

くり」を推進するため、埼玉伝統工芸会館を核として、環境整備を進めていくことも課題です。 

そして、良好な都市環境を形成するため、景観法に基づく景観形成の指針づくりを行い、優

れた景観に対する表彰など、生垣や屋敷林の保全・形成に努める町民活動への支援について検

討していくことが必要です。 

農村地域は、道路や農業集落排水整備など、居住環境の整備と合わせて検討することが大切

です。また、農地の保全と未利用地の有効活用も課題です。 

 

【基本方針】 

観光を意識した景観形成や都市環境の整備を行います。 

商業地は、主に、小川町駅周辺の商業地整備のため、商店主や土地所有者等との協議を進め

ます。住宅地は、地区計画等による規制誘導手法や土地区画整理事業による開発手法などを導

入して整備を進めます。町営住宅は、小川町営住宅整備基本計画に基づいて計画的な整備を進

めます。工業地は、工業団地等の整備について検討します。 

快適な生活環境を形成する農村地域は、集落排水処理施設や集落道などの整備を進めます。

また、生産農地を保全し、未利用農地の有効利用を促進します。 
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【施策体系】 

      
  市街地・集落 

    
商業地の整備 

  
中心商業地の整備 

       

       

バイパス沿道商業地の整

備 

     

     
住宅地の整備 

  
住宅地の整備 

       

       
町営住宅の整備 

       

     
工業地の整備 

  
工業地の整備 

      

    
 

  
工業団地の整備 

      

    
集落地の整備 

  
居住環境の整備 

      

    
 

 
農地の保全・活用 

 

【基本計画】 

１．商業地の整備 

（１）中心商業地の整備 

小川町駅前に広がる中心商業地を活気あるエリアとするため、商店主や土地所有者等との協

議を進めます。また、観光を意識した景観形成を行うため、屋外広告物の規制や電線地中化な

どの検討を行います。 

（２）バイパス沿道商業地の整備 

国道254号バイパス沿道については、商業・サービス業などの土地利用を誘導します。 

 

２．住宅地の整備 

（１）住宅地の整備 

既存住宅地は、良好な市街地環境の形成のために、地区計画制度等によりまちづくりの推進

を図ります。新たな住宅地の開発は、地区計画等の導入を含め、将来にわたり良好な環境が保

持されるよう、業者に指導します。 

また、良好な住宅環境を形成するため、基盤整備を推進するとともに、町民の協力によって

特色ある景観形成を図ります。 

さらに、高齢社会に対応できる良質な住宅づくりを支援するため、相談体制を充実するとと

もに、福祉施策との連携を検討します。 

（２）町営住宅の整備 

老朽化した町営住宅の建て替えを計画的に進めるとともに、高齢者にも住みやすい住宅及び

住環境の整備を推進します。 
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３．工業地の整備 

（１）工業地の整備 

準工業地域の用途純化を進めるため、具体的な方法などについて検討します。 

（２）工業団地の整備 

工業団地は、土地利用構想に位置づけた予定地域の熟度の高まりと立地企業の見通しに基づ

いて整備を行います。 

 

４．集落地の整備 

（１）居住環境の整備 

農村地域の居住環境を高めるため、生活道路や集落排水処理施設の整備を推進します。 

（２）農地の保全・活用 

生産基盤の整備された生産農地の保全を図ります。未利用農地は、担い手への集積を誘導す

るとともに有効活用を図ります。 
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第４節 公園・緑地 

【現状と課題】 

小川町は、緑の面積は多いものの、市街地の公園や住民が気軽に親しめる緑地はあまり多く

ありません。小川町都市計画マスタープラン（平成10年3月策定）に基づいて、公園緑地の計画

的な整備を推進することが課題です。 

公園は、住宅団地として整備した地区には街区公園などがありますが、既存市街地において

は、土地区画整理事業などにより計画的に配置していくことが必要です。 

緑地は、町民の憩いの場である、仙元山の見晴らしの丘公園があります。今後この周辺の整

備を推進していくことや、富士山や円光寺山などを町民の森として整備することが必要です。 

また、身近な生活空間における緑を確保し、緑を通してコミュニケーションを深められるよ

う、町民主体による緑地保全や環境保護活動への取り組みを支援していく必要があります。 

 

都市公園等の現況 

区   分 箇所 面積（ha） 公 園 名 等 

街区公園 ３４ 5.99 春日公園・腰越公園・鶴巻公園・角山公園他 
公園 

街区 

基幹 近隣公園 ２ 1.96 小川東第１公園・みどりが丘中央公園 

緑地 都市緑地 ２ 0.70 蟹沢沼緑地・陣屋沼緑地 

都
市
公
園 都市公園合計 ３８ 8.65 一人あたり２．３４㎡ 

自然公園 １ 1,234.60 県立長瀞玉淀自然公園 

その他の公園 １ 118.79 仙元山見晴らしの丘公園 

平成１７年３月末現在                      資料：都市計画課・商工観光課 

 

【基本方針】 

市街地を中心に公園・緑地の整備を推進し、自然環境と一体となった緑豊かなまちづくりを

進めます。このため、公園の適正配置を進めるとともに緑地を確保するほか、町民との協働に

より、ブロック塀の生け垣化をはじめとした緑化を推進します。 

 

【施策の体系】 

      
  公園・緑地 

    
公園・緑地の計画的整備 

  
 

      

   
公園の整備 

   

        

     
緑化の推進 
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【基本計画】 

１．公園・緑地の計画的整備 

緑地の保全や緑化の促進、公園の整備を計画的に推進するために都市計画マスタープランに

沿って、緑のまちづくりを推進します。 

拠点ゾーンとして仙元山の整備を推進するとともに、富士山や円光寺山の整備、散策やレク

リエーションのための遊歩道の整備などを推進し、そのネットワークづくりを進めます。 

 

２．公園の整備 

市街地内においては、身近な公園・広場を計画的に整備します。 

 

３．緑化の推進 

ブロック塀の生け垣化など、町民の協力を得て、緑化協定などのルールづくりを進めるとと

もに、防災上の有効手段として、緑化を推進します。 

また、工業団地や住宅団地の開発においても、緑化協定を締結します。 

 

 



 
40

第５節 道路・交通 

【現状と課題】 

広域幹線道路として国道254号バイパスが整備され、市街地の通過交通量は減少していますが

さらに、都市計画道路環状１号線の整備を促進することで、県道熊谷小川秩父線や飯能寄居線

などの通過交通量を減少させる必要があります。また、関越自動車道の嵐山小川インタ－チェ

ンジが整備されましたが、アクセス道路の市街地までの延伸が課題となっています。 

主要地方道及び一般県道などの地域幹線道路は、未改良区間が多いため、関係機関に整備を

要請していく必要があります。生活道路は、幹線道路とスムーズに連絡するよう整備する必要

があります。また、歩行者の安全や観光客の歩行などのため、道路整備に合わせて自転車・歩

行者道の整備が求められています。 

さらに、高齢者・子どもや障害者なども利用しやすいバリアフリー型の道路環境づくりとと

もに、環境に配慮した快適な道路づくりが課題です。 

バスや鉄道など公共交通機関は、町民の生活上、欠かせない大切な交通手段です。 

鉄道は、東武東上線とＪＲ八高線の２路線が小川町駅で連絡しています。東武東上線は早期

の複線化と増発、ＪＲ八高線は輸送力の増強のための電化や増発をそれぞれ要請していく必要

があります。 

バスは、路線バスの充実を関係機関に要請することと、巡回バスの運行を検討することが課

題です。 

 

国県道整備状況      

実延長 舗装延長 改良延長 
区 分 路線数 

(km) (km) 舗装率(％) (km) 改良率(％) 

一般国道 1 17.887 17.887 100.0 17.330 96.9 

主要地方道 2 12.161 12.161 100.0 11.155 91.7 

一般県道 5 15.504 15.504 100.0 9.809 63.3 

平成16年4月1日現在  資料：埼玉県 県土整備部 道路環境課(小川町分) 

       

町道整備状況       

実延長 舗装延長 改良延長 区 分 

年 度 (km) (km) 舗装率(％) (km) 改良率(％) 

自動車交通不能 

道延長(km) 

平成13年 586 241 41.11 212 36.18 333 

  14 587 243 41.42 214 36.56 333 

  15 589 244 41.49 230 39.07 320 

  16 587 247 42.14 232 39.60 316 

各年度4月1日      資料：建設課 
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【基本方針】 

通過交通量をバイパス化により減少させるため、国県道を整備するとともに、市街地からイ

ンターチェンジへのアクセス道路の整備を推進します。また、町内の幹線道路となる環状線な

どの早期完成と、日常生活に必要な生活道路のネットワーク化を図るとともに、快適な道路環

境づくりのため、バリアフリー化や駐車場の確保に努めます。 

また、東武東上線の複線化や増発、新駅の設置、ＪＲ八高線の充実を要請します。バスは、

路線バスの充実を関係機関に要請するとともに、巡回バスを検討します。 

 

【施策体系】 

      
  道路・交通 

    
道路の整備 

  
幹線道路の整備 

      

    
 

  
生活道路の整備 

       

     
 

  
道路環境の整備 

     

   
橋りょうの整備 

  
 

   
   

  
鉄道輸送の充実 

  
駅周辺の整備 

      

    
 

  
新駅の検討 

       

    
 

  
輸送力の強化 

      

     
バス輸送の充実 

  
巡回バスの検討 

     

   
 

  
路線バスの充実 

 

【基本計画】 

１．道路の整備 

（１）幹線道路の整備 

関越自動車道の嵐山小川インターチェンジの開通により、国道254号バイパスまでのアクセス

道路が整備され、引き続き市街地までの整備を促進します。 

また、市街地の通過交通量を減少させるため、都市計画道路環状１号線の早期完了と県道等

の整備促進を要請するとともに、町内をネットワークする幹線道路網の整備を推進します。 

（２）生活道路の整備 

日常生活に必要な道路は、町民の要望をふまえ、計画的に整備を推進します。 

（３）道路環境の整備 

緑化やサイン計画など、景観に配慮した整備を推進します。 
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快適な道路環境のため、バリアフリー化など高齢者・子どもや障害者も安全に歩行できる道

路づくり、生態系への配慮や緑化などに対応した道路づくりなど、町民参加による推進を図り

ます。 

 

２．橋りょうの整備 

道路や河川の整備に合わせて、狭あいな老朽化した橋の架け替えを推進します。 

 

３．鉄道輸送の充実 

（１）駅周辺の整備 

小川町駅北側は、総合的な土地利用を検討し、北口開設や駅前広場の整備について関係機関

と協議を進めるとともに、駅橋上化を検討します。小川町駅南口は、小川停車場線整備に合わ

せ商店街の活性化等を推進し、駅前広場を整備します。 

（２）新駅の検討 

新駅の設置の可能性について調査・研究します。 

（３）輸送力の強化 

東武東上線に複線化の早期着工と増発を要請し、ＪＲ八高線は電化や輸送力の増強を要請し

ます。 

 

４．バス輸送の充実 

（１）巡回バスの検討 

町内を巡回するバスの運行について調査・研究します。 

（２）路線バスの充実 

既存の路線バスは、存続を図るとともにノンステップバスの導入などを関係機関に要請しま

す。 
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第６節 河川 

【現状と課題】 

市街地を流れる槻川と兜川、そして八和田地区の水田を潤す市野川が本町の主な河川です。 

ため池は農業用水として利用されており、今日においても、町内に数多く残されています。 

これらの河川やため池については、治水、利水を考慮し、多自然型の整備方法を取り入れな

がら治水対策を推進するとともに、一体の環境をなす森林についても、砂防及び治山対策等を

推進する必要があります。また、農業用水等への利用や河川の維持のため、水量を確保し、森

林の水資源かん養機能の向上を図る必要があります。 

さらに、河川やため池の水辺環境を保全するため、住民による清掃活動の充実や廃棄物の不

法投棄の防止を図ることが必要です。また、清流の回復のため、公共下水道や農業集落排水施

設など下水道の整備等を推進し、公共用水域の水質の浄化を図る必要があります。 

 

【基本方針】 

河川やため池の整備にあたっては、治水対策を進めるとともに、町民のニーズや事業の必要

性を検討しながら、多自然型の整備方法を取り入れ、生態系に配慮した整備を行っていきます。

さらに水辺環境を保全するため、清掃活動や町民参加による愛護運動を推進します。 

 

【施策体系】 

      
  河川 

    
河川等の整備 

  
治水対策の推進 

      

    
 

  
河川・ため池の有効利用 

       

     
水辺環境の保全 

  
清掃活動の充実 

      

    
 

  
不法投棄の防止 

      

    
 

  
清流の回復と創出 

 

【基本計画】 

１．河川等の整備 

（１）治水対策の推進 

河川やため池の整備を推進し、治水対策を強化します。 

（２）河川・ため池の有効利用 

河川敷やため池周辺の活用などにより親水空間を整備し、町民の憩いの場とします。 
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２．水辺環境の保全 

（１）清掃活動の充実 

毎年行っている河川清掃を実施し、美化に努めます。 

（２）不法投棄の防止 

河川やため池へのごみの不法投棄を防ぐため、監視体制の強化を図ります。 

（３）清流の回復と創出 

清流を回復するため、河川の浄化だけでなく、山林の保全、町の美化などを進めます。また、 

町民参加による清流回復を推進します。 
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第４章 生活環境の整備 

第１節 上水道 

【現状と課題】 

水を安定して供給するため、平成５年より県水の受水を開始し、現在日量4,200ｔの受水を行

っていますが、渇水期には、受水がカットされることもあることから、自己水源の安定確保が

課題です。この４～５年、断水はありませんが、震災時の飲料水確保のためにも、自己水を確

保しておく必要があります。平成16年度には、小川町水道施設更新整備事業計画を策定しまし

た。また、水質検査は、浄水、原水、水源上流などで定期的に実施しており、今後も継続して

いく必要があります。 

上水道施設については、老朽化した施設の更新及び老朽管の布設替を推進し、さらに維持管

理に努める必要があります。また、県水受水池の完成により、配水場の総貯留量が14,000ｔと

なり、１日分の使用水量を確保できる態勢ですが、限られた資源であるため、節水や再利用対

策が求められます。 

 

小川町水道事業の概要（給水状況）      

配水量（㎥） 区分 

年度 

給水件数 

（件） 

普及率 

（％） 

給水人口 

（人） 

年間給水量 

（㎥） 

1日平均給 

水量（㎥） 年間 1日平均 1日最大 

平成12年度 12,717 99 37,643 4,331,696 11,868 4,791,001 13,126 15,340 

13 12,723 99 37,284 4,220,843 11,564 4,609,500 12,629 14,486 

14 12,777 99 36,972 4,142,608 11,350 4,458,050 12,214 13,865 

15 12,795 99 36,691 4,058,844 11,120 4,388,012 11,989 13,397 

16 12,849 99 36,175 4,127,675 11,278 4,450,752 12,161 14,186 

       資料：水道課 

 

【基本方針】 

安定した水供給のため、自己水源の維持を図るとともに、県水の利用を図ります。また、浄

配水場や水道管などの水道施設の維持管理に努めるとともに、節水対策を進めるなど水の有効

利用に努めます。 

 

【施策体系】 

      
  上水道 

    
水道水の安定供給 

  
 

   

   
上水道施設の整備 
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【基本計画】 

１．水道水の安定供給 

安定して水道水を供給するため、自己水源や県水の利用を図ります。 

また、公共用水域の浄化を広域で進め、安全でおいしい水を確保します。 

 

２．上水道施設の整備 

老朽化した施設の更新及び配水管の整備を進めるとともに、施設の維持管理の徹底に努めま

す。特に、老朽管の布設替を推進します。 
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第２節 下水等の処理 

【現状と課題】 

下水道及びし尿処理は、生活環境衛生の向上と河川等の公共用水域の水質保全のため、積極

的に整備を推進する必要があります。小川町では、市街化区域とその周辺部は公共下水道事業、

農村地域は農業集落排水事業、両区域外は合併処理浄化槽により整備を進めています。しかし、

公共下水道事業区域内でも整備に相当な期間を要する地域では、暫定的に合併処理浄化槽とし

ています。また、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への切りかえや、助成制度などが必要で

す。 

公共下水道は、平成11年に東小川地区で、平成13年に中継ポンプ場の完成により、駅前周辺

と大豆五駄地区で供用開始しており、計画的に事業の推進を図っています。 

農業集落排水事業は、平成９年に奈良梨地区と上横田地区で、平成13年に後伊地区で供用開

始しています。今後も、新規地区の事業化を推進する必要があります。 

雨水は、排水の充実を図るとともに、その有効利用を推進していく必要があります。欅台中

学校、パトリアおがわでは、雨水を水洗トイレに利用しています。 

し尿処理施設は、平成７年、小川地区衛生組合により嵐山町内に池ノ入り環境センターが建

設され供用を開始していて、１日の処理能力は100㎘です。今後は、この施設の適切な維持管理

が課題です。 

 

し尿浄化槽設置届出の推移                             単位：件 

地 区 別 

小 川 大 河 竹 沢 八和田 

区 分 

 

年 度 

届出数 

単独 合併 単独 合併 単独 合併 単独 合併 

平成12年度 74 0 23 0 30 0 10 0 11 

13 69 0 27 0 24 0 8 0 10 

14 70 0 22 0 27 0 10 0 11 

15 46 0 15 0 17 0 9 0 5 

16 47 0 7 0 24 0 9 0 7 

          資料：下水道課 

 

下水道接続状況の推移 
区  域  別 

東小川 小 川 大 塚 角 山 増 尾 
区分 

 

年度 区域内 
世帯数 

区域内 
人口 

水洗化 
人口 

区域内 
世帯数 

区域内 
人口 

水洗化 
人口 

区域内 
世帯数 

区域内 
人口 

水洗化 
人口 

区域内 
世帯数 

区域内 
人口 

水洗化 
人口 

区域内 
世帯数 

区域内 
人口 

水洗化 
人口 

平成12年 1,366 4,465 4,465             

 13 1,372 4,438 4,438 346 1,262 339 484 1,288 229       

 14 1,378 4,405 4,405 757 1,982 609 696 1,856 749  65 225  17    

 15 1,404 4,385 4,385 941 2,513 896 773 2,037 843 124 385 132    

 16 1,394 4,271 4,271 958 2,551 1,105 932 2,424 972 155 481 148 8 27 0 

資料：下水道課 

 



 
48

農業集落排水事業接続率の推移 

後伊地区 

区分 

年度 
戸数 接続戸数 接続率 備考 

平成13年度 75 69 92.0   

14 75 70 93.3   

15 75 72 96.0   

16 75 73 97.3  未接続２ 

17 75 73 97.3  予定 

18 75 74 98.7  予定 

19 75 75 100.0  予定 

     

奈良梨・上横田地区 

区分 

年度 

戸数 接続戸数 接続率 備考 

平成 9年度 165 140 84.8  

10 166 150 90.4  

11 167 152 91.0   

12 167 155 92.8  

13 168 158 94.0   

14 170 159 93.5  

15 171 160 93.6  

16 173 162 93.6 未接続９ 

17 173 163 94.2 予定 

18 173 168 97.1 予定 

19 173 173 100.0  予定 

                 資料：下水道課 

 

し尿処理状況 

区分 

年度 

受入処理量 

（㎘） 
稼動日数 受入台数 

1日平均処理量 

（㎘） 
受入処理量（㎘） 

（６か町村） 

平成１１年度 11,877.1 365 4,501 32.5 30,921.5 

１２ 11,840.8 365 4,338 32.4 30,477.8 

１３ 11,238.1 365 4,128 30.8 29,500.0 

１４ 10,558.2 365 3,869 28.9 28,636.3 

１５ 10,659.5 366 3,957 29.1 28,273.5 

１６ 10,311.9 365 3,833 28.3 26,901.9 

資料：小川地区衛生組合 

 

【基本方針】 

汚水・し尿処理を行うため、市野川流域下水道事業を推進するとともに、公共下水道事業及

び農業集落排水施設の整備と合併処理浄化槽の普及を推進します。雨水は適切に対処するとと

もに、その有効利用を図ります。 

し尿処理を進めるため、し尿処理施設や個別の処理施設の維持管理などの徹底を図ります。 
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【施策体系】 

     
下水等の処理 

  
公共下水道事業の推進 

   

     

   
農業集落排水事業の推進 

  
 

       

     
合併処理浄化槽の普及 

  
合併処理浄化槽の設置 

      

    
 

  
合併浄化槽への改築補助 

     

    
雨水対策の充実 

  
雨水排水路の整備 

 
      

  

   
雨水の有効利用 

       

   
し尿処理施設の維持管理 

   

 

【基本計画】 

１．公共下水道事業の推進 

市街化区域及び周辺部の公共下水道の計画的整備を推進します。 

 

２．農業集落排水事業の推進 

農村の生活環境を向上させるため、農業集落排水事業を推進します。 

 

３．合併処理浄化槽の普及 

（１）合併処理浄化槽の設置 

下水道等の区域外については、合併処理浄化槽の設置を促進します。 

合併処理浄化槽の設置後は、その維持管理の徹底を図るようＰＲを進めます。 

 （２）合併処理浄化槽への改築補助 

単独浄化槽を設置している所は、合併処理浄化槽への変更を指導します。その際、改築のた

めの助成を検討します。 

 

４．雨水対策の充実 

（１）雨水排水路の整備 

雨水排水路の整備を推進し、浸水被害などの防止に努めます。 

（２）雨水の有効利用 

雨水を貯留し、散水やトイレ用など、雨水の有効利用のＰＲを進めます。下水道整備で不要

になった浄化槽等についても有効利用を図ります。 
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５．し尿処理施設の維持管理 

池ノ入環境センターについて、その適正な維持管理を要請します。 
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第３節 ごみ対策 

【現状と課題】 

小川町では、町民の生活様式の変化で、ごみの排出量は年々増加し、町民参加によるごみの

減量化が必要となっています。 

平成９年度に容器包装リサイクル法による分別収集が始まり、容器包装類はリサイクルルー

トが確立され、平成13年に家電リサイクル法の施行により、指定家電品のリサイクルルートも

確立されました。しかし、その他の家具類や未使用の日用雑貨品等は、リサイクルセンターや

リサイクルプラザ等を設置してリサイクルを進めていくこととなり、そのための体制整備が課

題となっています。 

また、ごみの処理体制を確立するため、分別収集の体制整備やごみ集積場所の適正配置など

を検討していく必要があります。 

現在、ごみ処理は小川地区衛生組合で行っていますが、施設の老朽化が進んでいることから

ごみ処理基本計画を策定し、計画的に施設を整備する必要があります。さらに、最終処分場の

確保を図ることも課題です。 

 

ごみ処理量の推移 

年間総排出量（ｔ） 区分 

年度 

収集人口 

（人） 合計 燃えるもの 燃えないもの 資源物 粗大ごみ 自己搬入 

１人あたりの年

間排出量（㎏） 

平成１２年度 37,997  9,979  6,224 698 1,926 88 1,043 265  

１３ 37,634  9,865  6,279 738 1,994 56 798 264  

１４ 37,322  10,011  7,329 580 1,284 302 516 268  

１５ 37,036  9,525  7,000 812 1,027 301 385 257  

１６ 36,515  9,191  6,901 529 1,309 80 372 252  

・資源回収団体による回収量は含みません。 資料：環境衛生課（廃棄物実態調査表より） 

 

処理施設の概要 

名 称 小川地区衛生組合ごみ焼却場 

所在地 小川町大字中爪１６８１－１ 

処理能力 62ｔ/24時間 

処理方法 連続燃焼式焼却炉 

  

名 称 小川地区衛生組合不燃物処理施設 

所在地 小川町大字中爪１６８１－２ 

処理能力 20ｔ/5時間 

処理方法 圧縮、破砕方式 

  

名 称 小川地区衛生組合池ノ入環境センター 

所在地 嵐山町大字志賀１７１０ 

処理能力 100㎘/日（し尿39㎘/日、浄化槽汚泥61㎘/日） 

処理方法 高負荷脱窒素処理方式＋高度処理 

 資料：小川地区衛生組合 
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【基本方針】 

適切なごみ処理を進めるため、収集体制の確立を図るとともに処理施設の整備・確保に努め

ます。また、町民参加によるごみの減量化、リサイクル運動を徹底します。 

 

【施策体系】 

      
  ごみ対策 

    
ごみ処理体制の確立 

  
分別収集の徹底 

      

    
 

  
ごみ集積場所の配置 

      

   
 

 
処理困難物の処理 

      

    
ごみ処理施設の維持管理 

  
ごみ処理施設の維持管理 

      

    
 

  
リサイクル施設の整備 

      
 

    
 

 
最終処分場の確保 

    

    

ごみ減量･リサイクルの推

進 

 

【基本計画】 

１．ごみ処理体制の確立 

（１）分別収集の徹底 

ごみの分別とその出し方の徹底を図ります。分別に合った収集体制を充実させるとともに、

分別の種類についても、リサイクルを推進する観点から細分化します。 

（２）ごみ集積場所の配置 

ごみ集積場所を適正配置するとともに、その維持管理を徹底します。 

（３）処理困難物の処理 

処理困難物に対する処理システムを検討し、確立を図ります。 

 

２．ごみ処理施設の維持管理 

（１）ごみ処理施設の維持管理 

ごみ処理基本計画を策定し、施設の維持管理を行います。また、既存施設の耐用年数を踏ま

えつつ、施設の更新について検討します。 

（２）リサイクル施設の整備 

ごみ処理基本計画を策定し、ごみのリサイクルの拠点として、リサイクルセンターの整備を

図るとともに、リサイクルプラザの設置を検討します。 
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（３）最終処分場の確保 

ごみ処理基本計画を策定し、最終処分場の整備を検討します。 

 

３．ごみ減量・リサイクルの推進 

ごみの減量化のため、町民が極力ごみを出さないよう、啓発活動を推進します。また、生ご

みについては、生ごみ処理器の普及を図ります。 

ごみを「排出」することから、「リサイクル」というごみ（資源）に対する意識改革やその方

法などをＰＲします。 

また、出てくるごみもできるだけ活用する循環型社会をめざし、ごみ減量化運動やリサイク

ルに取り組む団体などを支援します。 

 



 
54

第４節 公害対策 

【現状と課題】 

公害問題については、近年の環境問題が複雑化していることから、未然に防止するための対

策を強化する必要があります。 

市街地における騒音や河川の汚濁などについては、その発生源対策を行うとともに、未然防

止のための取り組みを強化していくことが課題です。 

また、公害が発生した場合、県や関係機関と連携し迅速な対応ができるよう、適正な処理体

制を確立していく必要があります。 

さらに、ごみの不法投棄や不法埋立などを防止するため、監視体制の強化などの対策を検討

していく必要があります。 

 

公害苦情受理件数の推移                          単位：件 

区 分 

年 度 
大気 水質 土壌 騒音 振動 地盤沈下 悪臭 その他 計 

平成１１年度 14  6      4  2 26 

１２ 11  6   1    6  2 26 

１３ 16 10   1    3  8 38 

１４ 17  6   3   3  5 34 

１５ 17  7   3    4  5 36 

１６ 17  6  10   10 12 55 

資料：環境衛生課 

 

【基本方針】 

公害対策として、発生の未然防止のための監視体制の強化や組織、機器等の整備・充実を図

ります。また、公害発生後の処理についても迅速な対応を図ります。 

廃棄物の不法投棄や埋立て監視を強化するとともに、環境保全思想の普及を図ります。 
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【施策体系】 

      
  公害対策 

    
未然防止対策 

  
環境の監視 

      

    
 

  
環境保全 

     

    
  

  
発生源対策 

      

   
公害処理体制の確立 

   

      

    

不法投棄・埋立対策の充

実   
監視パトロールの強化 

        

      
啓発活動の推進 

 

【基本計画】 

１．未然防止対策 

（１）環境の監視 

公害の発生を未然に防止するため、環境調査の実施やパトロールなどの監視体制を強化しま

す。 

（２）環境保全 

企業の立地などに際し、環境保全協定を締結することにより、公害の未然防止に努めます。 

（３）発生源対策 

公害の発生源に対し、調査を行うなど監視する体制を確立します。また、発生源の除去を指

導するとともに、規制の強化を関係機関に要請します。 

 

２．公害処理体制の確立 

公害が発生した場合、県や関係機関と連携し迅速な対応ができるよう、適正な処理体制を確

立します。また、不法投棄等が発生した場合、適正に処理できる体制を確立します。 

 

３．不法投棄・埋立対策の充実 

（１）監視パトロールの強化 

ごみの不法投棄や不法な埋立てを防止するため、定期的かつ広範囲なパトロールを実施して、

監視体制を強化します。 

（２）啓発活動の推進 

ごみの不法投棄や不法な埋立てを行わないよう、広報紙や立て看板などで周知徹底を図りま

す。また、町民との情報交換や協力体制を密にし、連携を図っていきます。 
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第５節 交通安全・防犯・防災 

【現状と課題】 

交通の安全を確保し、快適な交通社会を築いていくことは皆の願いであり、その対策は、交

通安全関係機関との連携によって、総合的かつ長期的視野に立った推進していく必要がありま

す。交通安全教育についても、日々の街頭指導の実施や、実践的なものを含めた教育等を積極

的に行っていく必要があります。 

交通事故による被害者には、県の交通事故相談への紹介を行っています。また、交通災害共

済への加入について、今後とも促進していくことが必要です。児童生徒の加入は町からの助成

が行われています。 

防犯については、地域ぐるみの防犯体制を強化していくことが大切であり、警察等関係機関

との連携を図りながら、ＰＲやパトロ－ル活動、などを推進していく必要があります。近年、

犯罪の低年齢化や凶悪化などの問題が指摘され、家庭や地域、学校、行政、警察等の連携を強

化し、適切な対応を図っていくことが求められています。また、安全なまちづくりのため、市

街地整備において死角をなくすまちづくりを行うなど、ハードとソフトの両面から、取り組み

を推進することが課題となっています。 

防災については、地域防災計画の見直しや国民保護計画の策定を含め、計画に基づいた各整

備対策の効率的な実施と、行政区を単位とした自主防災組織の育成や、町民が各種災害や危機

に対し的確に対応できるよう広報啓発活動を進めていく必要があります。また、既存の防災行

政無線の機能充実、防災備蓄物資の内容充実を図る必要があります。 

消防については、常備消防として老朽化の激しい小川消防署の新庁舎建設が、非常備消防と

して町内在勤在住者の減少による団員確保の困難解消が、消防力の充実・強化のために必要と

なっています。 

救急医療体制については、休日や夜間に受け入れる病院の確保のため、関係機関に要請する

とともに、搬送体制の充実・強化を図る必要があります。 

 

年次別交通事故発生状況 

平成１２年 平成１３年 平成１４年 平成１５年 平成１６年 年 度 

 

種 別 

件数 

（件） 

死者 

（人） 

傷者 

（人） 

件数 

（件） 

死者 

（人） 

傷者 

（人） 

件数 

（件） 

死者 

（人） 

傷者 

（人） 

件数 

（件） 

死者 

（人） 

傷者 

（人） 

件数 

（件） 

死者 

（人） 

傷者 

（人） 

総 数 372 6 476 448 8 603 433 3 561 411 3 521 413 4 527 

小川町 169 1 217 177 4 232 186 2 238 180 0 235 195 1 246 

嵐山町 131 2 170 170 4 245 156 0 214 163 1 209 139 3 182 

都幾川村 28 1 32 41 0 45 33 0 46 29 0 35 28 0 32 

玉川村 35 1 45 40 0 55 37 0 41 32 1 34 34 0 43 

管 

内 

東秩父村 9 1 12 20 0 26 21 1 22 7 1 8 17 0 24 

埼玉県 50,441 389 63,333 52,264 378 65,313 51,617 343 64,314 52,215 369 65,415 52,814 305 65,439 

資料：「交通年鑑」（編集発行／埼玉県警察本部、（財）埼玉県交通安全協会） 
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道路別交通事故発生状況 
平成１２年 平成１３年 平成１４年 平成１５年 平成１６年 年 度 

 
路線名 

件数 

（件） 

死者 

（人） 

傷者 

（人） 

件数 

（件） 

死者 

（人） 

傷者 

（人） 

件数 

（件） 

死者 

（人） 

傷者 

（人） 

件数 

（件） 

死者 

（人） 

傷者 

（人） 

件数 

（件） 

死者 

（人） 

傷者 

（人） 

国道254号 31 0 35 20 0 22 17 1 20 31 0 37 50 1 61 

国道254号バイパス 15 0 23 21 1 29 24 1 36 17 0 28 21 0 33 

主要地方道 

熊谷小川秩父線 
25 0 31 28 1 35 14 0 17 22 0 29 25 0 39 

熊谷小川秩父線 

環状1号線バイパス 
－ － － － － － － － － － － － 2 0 2 

主要地方道 
飯能寄居線 

9 0 13 3 0 3 4 0 7 5 0 6 3 0 5 

本田小川線 1 0 3 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

小川町停車場線 2 0 3 1 0 1 2 0 2 0 0 0 3 0 3 

西平小川線 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

赤浜小川線 0 0 0 2 0 4 2 0 3 1 0 1 0 0 0 

一般
県道 

菅谷寄居線 7 0 10 3 0 4 6 0 12 7 0 12 7 0 11 

一般町道 72 1 89 95 1 130 106 0 129 90 0 115 72 0 77 

林道  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

私道  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

その他 6 0 9 3 0 3 10 0 10 4 0 4 7 0 9 

合  計 169 1 217 177 4 232 185 2 236 180 0 235 193 1 243 

※資料：「交通事故統計」（埼玉県警察本部） 

    当町での人身事故          

 

交通事故主体別発生状況 
平成１２年 平成１３年 平成１４年 平成１５年 平成１６年 年 度  

 

区 分 

死者 

（人） 

傷者 

（人） 

死者 

（人） 

傷者 

（人） 

死者 

（人） 

傷者 

（人） 

死者 

（人） 

傷者 

（人） 

死者 

（人） 

傷者 

（人） 

総  数  1 217 4 232 2 236 0 235 1 243 

子ども 0 4 0 1 0 5 0 8 0 3 

高校生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

高齢者 1 5 1 6 1 5 0 5 0 5 
歩行者 

その他 0 7 0 9 0 12 0 7 0 10 

歩行者総数  1 16 1 16 1 22 0 20 0 19 

子ども 0 4 0 9 0 12 0 12 0 7 

高校生 0 3 0 0 0 3 0 1 0 8 

高齢者 0 6 0 10 0 9 0 7 0 11 
自転車 

その他 0 8 0 13 0 16 0 5 0 9 

自転車総数  0 21 0 32 0 40 0 25 0 35 

子ども 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

高校生 0 6 0 2 0 1 0 4 0 1 

高齢者 0 4 1 6 0 7 0 7 0 5 
二輪車 

その他 0 22 1 13 0 17 0 20 0 18 

二輪車総数  0 32 2 21 0 25 0 31 0 24 

運転中 0 108 0 117 1 105 0 114 1 124 
四輪車 

同乗中 0 40 1 46 0 44 0 45 0 41 

四輪車総数  0 148 1 163 1 149 0 159 1 165 

※資料：「交通事故統計」（埼玉県警察本部） 

注：子ども…中学生以下、高齢者…65歳以上 
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刑法犯罪種別認知件数     単位：件 

区分 

年度 

総数 凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 その他 

平成12年 486 1 28 355 11 2 89 

13 484 3 21 365 8 0 87 

14 561 6 12 442 11 1 89 

15 559 0 13 431 9 3 103 

16 536 2 15 402 22 1 94 

                                    ※資料：小川警察署 

 

消防施設・人員の推移 

常備消防 消防団 消防ポンプ 区 分 
 
年 度 

小川消防署 

（人） 

分団数 

（団） 

人員 

（人） 

小川消防署 

（台） 

消防団 

（台） 

平成１２年 89 2 127 7 8 

１３ 91 2 127 7 8 

１４ 90 2 127 7 8 

１５ 90 2 127 7 8 

１６ 89 2 127 7 8 

資料：比企広域消防本部及び小川消防署 

注：小川消防署の人員・車両は、嵐山分署、ときたま分署、東秩父分署を含む 

 

火災発生の推移 

出火件数（件） 損害面積 死傷者（人） 区 分 
 
年 度 

建物 林野 車両 その他 計 
建物 

（㎡） 

林野 
（ａ） 

損害

棟 

り災

世帯 
死者 傷者 

損害額 

（千円） 

平成１２年 10 0 1 2 13 537 0 14 9 1 1 55,020 

１３ 11 2 1 4 18 807 80 14 9 1 2 101,669 

１４ 10 4 3 7 24 400 10 12 6 2 4 31,424 

１５ 9 0 3 3 15 697 0 20 8 0 1 20,023 

１６ 10 3 3 6 22 321 20 13 6 1 3 10,163 

資料：比企広域消防本部及び小川消防署 

 

救急出動の推移 

区分 
年度 

交通 

（回） 

急病 

（回） 

一般負傷 

（回） 

労働災害 

（回） 

その他 

（回） 

合計 

（回） 

搬送人員 

（人） 

平成１２年 136 549 101 19 182 987 896 

１３ 118 614 134 13 201 1,080 1,032 

１４ 137 618 146 10 180 1,091 1,060 

１５ 136 691 143 8 204 1,182 1,162 

１６ 143 699 166 11 205 1,224 1,202 

資料：比企広域消防本部及び小川消防署 

 

【基本方針】 

警察など関係機関との連携により、交通安全教育を推進し、交通安全施設などを整備します。

また、交通事故被害者への対策を充実します。また、安全で安心な地域社会の実現を図るため、
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広報活動の充実や環境整備を進めます。 

防災体制の充実・強化のため、小川町地域防災計画を積極的に推進します。 

消防体制の強化のため、比企広域消防の充実を促進するとともに消防団の育成などを図り、

あわせて、小川消防署の町内移転を含めた新庁舎建設を検討します。 

    また、小川町国民保護計画を策定し、町民の安全確保に努めます。 

 

【施策体系】 

      
交通安全・防犯・防災 

    
交通安全の環境整備 

  
交通安全施設の整備 

      

    
 

  
各種規制等の強化 

      

    
 

  
交通安全教育の充実 

      

    
 

  
広報活動の充実 

       

   
交通被害者への対策 

    
相談体制の充実 

      

    
 

  
共済への加入促進 

       

   
安全安心なまちづくり 

    
防犯環境の施設整備 

      

    
 

  
広報活動の充実 

      

    
 

  
防犯対策の強化 

     
   

  
防災体制の確立 

  
地域防災計画の推進 

      

      
国民保護計画の推進 

      

    
 

  
自主防災組織の育成 

       

     
消防体制の強化 

  
消防設備の充実 

      

    
 

  
消防団の充実 

      

    
 

  
消防水利の充実 

       

  
救急医療体制の確立 

 
 

 

【基本計画】 

１．交通安全の環境整備 

（１）交通安全施設の整備 

ガードレールやカーブミラーなどの交通安全施設を整備します。特に、通学路や歩行者の多
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い道路の交通安全施設整備を優先して実施します。 

（２）各種規制等の強化 

必要に応じて、交通規制の導入を警察に要請していきます。また、駅周辺の放置自転車を解

消するため、監視を強化するとともに、既存の駐輪施設への誘導を図ります。 

（３）交通安全教育の充実 

子どもや高齢者をはじめとした交通弱者を中心に、交通安全教育を行います。また、交通安

全運動の期間だけでなく通年で交通安全指導を行います。 

（４）広報活動の充実 

交通安全の意識を啓発するため、広報活動を推進します。 

 

２．交通被害者への対策 

（１）相談体制の充実 

交通事故の被害者に対し、県の交通事故相談への紹介を行うなど相談体制を充実します。 

（２）共済への加入促進 

交通災害共済への加入を促進し、事故にあった場合の負担の軽減を図ります。 

 

３．安全安心なまちづくり 

（１）防犯環境の施設整備 

町民の要望により、防犯灯の設置を推進します。また、安全で安心なまちづくりに配慮した

道路、公園等の普及に努めます。 

（２）広報活動の充実 

個々の防犯意識を高めるため、啓発活動を推進します。また、地域コミュニティの活性化に

よる犯罪の抑止を図ります。 

（３）防犯対策の強化 

地域の自立的な防犯活動への支援を行います。また、地域、警察署等と連携し防犯活動を行

います。 

 

４．防災体制の確立 

（１）地域防災計画の推進 

各種災害から地域や町民を守るため、地域防災計画に基づいて、町や防災機関等が機能を有

効に発揮できるよう、町民の協力のもとに災害対応策を推進します。 

防災備蓄倉庫の備蓄物資の内容充実を図るとともに、緊急時の情報提供の手段となる防災行

政無線の充実、強化を図ります。 

（２）国民保護計画の推進 

国に対する武力攻撃が遭った場合を想定し、小川町国民保護計画を策定し、町や防災機関等

が、機能を有効に発揮できるよう町民の協力のもとに避難、救護、被害の最小化等の対策を推
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進します。 

（３）自主防災組織の育成 

災害時に助け合いの輪を広げ、「自らの地域は自ら守る」という共通の認識を定着させるため、

町民主体の自主防災組織の育成を支援します。 

 

５．消防体制の強化 

（１）消防設備の充実 

小川消防署の設備の更新及び消防力の向上のため、町内移転を含めた新庁舎建設を早期に実

現し、比企広域消防体制を強化します。 

（２）消防団の充実 

火災予防や初期消火活動などにより、被害を最小限に抑えるため、消防団の確保・団員の育

成に努めます。 

（３）消防水利の充実 

消火栓の増設を推進するとともに、耐震性防火水槽等の設置も推進します。 

 

６．救急医療体制の確立 

救急隊員の資質の向上を図り、救急搬送体制を充実・強化するよう、比企広域消防へ要請し

ます。また、普通救命講習等を計画的に推進します。 
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第５章 保健・医療・福祉の充実 

第１節 地域福祉 

【現状と課題】 

総合的かつ計画的にきめ細かい地域福祉活動を推進していくため、町民中心に行政と小川町

社会福祉協議会が一体となった地域ぐるみの福祉を展開し、地域に密着した活動の充実を図る

必要があります。 

また、町民と民間団体と行政との協力により、基本的人権を尊重しながら、それぞれを支え

合う体制づくりが必要です。 

福祉の基本的姿勢であるノーマライゼーションの理念の浸透など、福祉の意識づくりが大切

であり、そのための社会教育や学校教育など各分野で、積極的に取り組む必要があります。 

このような福祉のまちづくりを進めるための拠点施設として、総合福祉センタ－を位置づけ、

情報収集と発信の場、町民の福祉活動の場、相談の場として活用していくことが求められてい

ます。 

さらに、福祉は、すべての分野にかかわる内容であり、道路や公園の整備、公立施設の整備

などでは、子どもや障害者、高齢者にも使いやすいようにするなど、各分野との連携を深め、

埼玉県福祉のまちづくり条例に基づいた、福祉のまちづくりを推進していく必要があります。 

 

【基本方針】 

地域福祉推進のため、小川町社会福祉協議会を中心に、町民主体の地域ぐるみ福祉の体制づ

くりを進めます。この情報・相談・活動拠点として総合福祉センターの活用を図り、ひとにや

さしい地域福祉づくりを目指します。 

また、官民一体となって福祉教育を推進し、ノーマライゼーションの理念の普及を図るとと

もに、福祉のまちづくりを推進します。 
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【施策体系】 

    
地域福祉 

    
地域福祉の体制づくり 

  
地域福祉計画の推進 

   

  
   

 
社会福祉協議会への支援 

       

       
庁内体制の確立 

       

     
 

 
民間機関との連携 

      

    
地域福祉の人づくり 

  
町民との協働 

       

     
 

  
福祉教育の推進 

       

      

民生委員・児童委員との

連携 

      

   
施設の整備・活用 

  

総合福祉センター等の活

用 

      

     
公共施設の活用 

 

【基本計画】 

１． 地域福祉の体制づくり 

（１）地域福祉計画の推進 

地域福祉活動の基本となる計画として地域福祉計画を策定し、社会福祉協議会が策定する地

域福祉活動計画との連動により、きめ細かな地域福祉を推進します。また、鉄道等へは、交通

ダリアフリー法に基づく施設改善や不特定多数の人々が利用する生活関連施設には、埼玉県福

祉のまちづくり条例の適切な運用を要請します。 

（２）社会福祉協議会への支援 

地域福祉活動の中心となる社会福祉協議会の運営を支援し、連携を強化します。特に、行政

区を単位とした地域の特色ある小地域福祉活動を推進するための支援を行います。 

（３）庁内体制の確立 

地域福祉を推進するため、横断的な庁内推進体制の強化・充実を図ります。 

（４）民間機関との連携 

医療機関との連携により医療体制の充実を図るとともに、民間福祉施設との連携を進め、地

域への施設開放などを要請します。 

また、埼玉県比企地区福祉有償運送市町村共同運営協議会により、高齢者や障害者等を対象

とした福祉有償運送事業の適正な運用を図ります。 

２．地域福祉の人づくり 

（１）町民との協働 

福祉のまちづくりには、身近な町民同士の支えあいが大切であり、町民と行政及び小川町社
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会福祉協議会の協働が基本です。このため、地域におけるリーダー人材の養成など、地域ぐる

みでの福祉活動を推進するとともに、社会福祉協議会内ボランティアセンターの活用で、福祉

ボランティアを養成します。 

また、介護や介護予防・生活支援事業において、ＮＰＯ（非営利組織）など、町民参加の団

体活動を支援します。 

（２）福祉教育の推進 

ノーマライゼーションの理念の浸透のため、学校教育や社会教育において、社会福祉協議会

などとの連携により、福祉活動やボランティア体験などの福祉教育を行います。 

（３）民生委員・児童委員との連携 

地域における福祉活動の中心的指導的役割を果たす民生委員・児童委員との連携を深めると

ともに、新しい地域福祉への対応のため、研修会開催などにより、委員の資質向上と交流を図

ります。 

 

３．施設の整備・活用 

（１）総合福祉センター等の活用 

総合福祉センターについては、送迎などの利便性を高めて町民利用の促進を図るとともに、

情報提供・相談窓口の充実を図ります。また、ふれあいプラザにおいて健康増進、介護予防、

世代間交流を推進します。 

（２）公共施設の活用 

福祉サービスを身近な地域で提供するため、子どもや障害者、高齢者にも使いやすいよう公

共施設を整備します。また、ネットワーク化を進め、施設の有効活用を図ります。 
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第２節 保健・医療 

【現状と課題】 

健康や医療などに対する関心が高まるなか、平成16年に、健康増進法が制定され、健康づく

りへの取り組みが強化されることになり、町民が生涯にわたって健康に暮らせるよう、ライフ

ステ－ジに応じたさまざまな健康づくり運動を進めることが求められています。 

現在、保健事業として保健センターを中心に成人相談、乳幼児相談、健康教室、各種健診な

どを行っていますが、今後も、生活習慣病や感染症などの予防対策のため、保健事業を推進す

るとともに、子どもの発育・発達支援のための療育事業などを強化することが必要です。 

また、生活習慣病は、子どもの頃からの運動や食生活の習慣が大きく影響することから、健

康教育や生涯スポーツなどと連携を図りながら、健康づくりのための健全な生活習慣を普及し、

予防対策を強化していく必要があります。 

一方、医療体制は、各医療機関との連携を図るとともに、休日・夜間診療や災害時の広域緊

急医療体制の確立などが求められています。 

さらに、衛生的な環境づくりのため、自然環境に配慮しつつ、ペットや家畜の衛生管理や害

虫駆除、ごみ処理など、町民一人一人の意識的な取り組みが求められています。 

 

乳幼児健診の推移        単位：人 

４か月児健診 1歳６か月児健診 3歳児健診 区分 
年度 該当者 受診者 事後指導者 該当者 受診者 事後指導者 該当者 受診者 事後指導者 

平成12年度 248 231 14 246 214 10 296 270 29 

13 263 259 10 256 245 13 257 233 14 

14 212 207 23 252 238 13 246 223 21 

15 240 228 43 222 208 15 268 250 28 

16 220 206 50 225 212 33 264 254 23 

資料：保健センター 

医療施設数（小川町）          単位：人 

病院 一般診療所 歯科診療所 助産所 

4 22 16 0 

 

平成17年3月31日現在     資料：東松山保健所 

 

医療従事者数（小川町）                                                           単位：人 

医師 歯科医師 薬剤師 保健師 助産師 看護師 准看護師 歯科衛生士 歯科技工士 

74 19 48 9 7 245 96 14 8 

平成16年12月31日現在 

（医師・歯科医師・薬剤師については平成14年12月31日） 

 資料：東松山保健所 
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保健事業の推移      

年 度  
区 分 

平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 

  受診者数（人） 655 624 416 470 469 

 胃がん検診 対象者数（人） 11,649 11,963 12,061 11,878 12,240 

  受診率（％） 5.6 5.2 3.4 4.0 3.8 

  受診者数（人） 328 318 224 207 208 

 肺がん検診 対象者数（人） 13,910 13,272 13,390 13,188 13,576 

  受診率（％） 2.4 2.4 1.7 1.6 1.5 

  受診者数（人） 501 495 379 417 451 

 乳がん検診 対象者数（人） 10,431 10,377 10,350 10,161 8,806 

  受診率（％） 4.8 4.8 3.7 4.1 4.7 

  受診者数（人） 1,514 1,750 1,383 1,201 1,170 

 子宮がん検診 対象者数（人） 9,874 9,997 9,981 9,807 11,781 

  受診率（％） 15.3 17.5 13.9 12.2 9.9 

  受診者数（人） 574 660 481 499 533 

 大腸がん検診 対象者数（人） 15,246 13,781 13,886 13,653 14,036 

  受診率（％） 3.8 4.8 3.5 3.7 3.8 

  受診者数（人） 3,037 3,274 3,277 2,588 2,571 

 基本健診 対象者数（人） 7,850 7,612 7,663 7,533 7,735 

  受診率（％） 38.7 43.0 42.8 34.4 33.2 

健康教育 回数（回） 85 90 77 74 63 

  人数（人） 2,904 3,025 2,522 2,551 2,251 

 一般健康教育 回数（回） 46 47 30 30 28 

  人数（人） 2,226 2,332 1,695 1,841 1,738 

 重点健康教育 回数（回） 39 43 47 44 35 

  人数（人） 678 693 822 710 513 

健康相談 回数（回） 170 176 141 123 124 

  人数（人） 1,541 1,882 1,336 1,254 1,059 

 一般健康相談 回数（回） 114 115 96 83 85 

  人数（人） 964 1,036 884 795 781 

 重点健康相談 回数（回） 56 61 45 40 39 

  人数（人） 577 846 452 459 278 

資料：保健センター 

 

【基本方針】 

町民の健康づくり運動を進めるとともに、健康診査や疾病予防対策、保健事業の充実を図り

ます。また、医療機関との連携を強化し、地域医療・救急医療体制の充実を図ります。 

さらに、町民との協働で衛生的な環境づくりを進めます。 
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【施策体系】 

  
保健・医療 

  
健康づくり運動の推進   

     

   
保健事業の充実 

  
予防接種の実施 

   
 

  
 

 

 
乳幼児保健の充実 

   

  
  

 
成人保健の充実 

   

   
医療体制の充実    

   

     
衛生的な環境づくり    

 

【基本計画】 

１．健康づくり運動の推進 

国の施策である「健康日本21」に基づく計画を策定し、健康づくり運動を推進します。ライ

フステージに応じた健康教室の開催などにより、健康づくりの啓発に努め、また、地区組織活

動等と連携を強化し町民の生活習慣病に対する意識の高揚を図ります。 

 

２．保健事業の充実 

（１）予防接種の実施 

ポリオ、日本脳炎、麻しん、風しん、ＢＣＧ、三種混合、二種混合の予防接種を推進します。

また、高齢の希望者にインフルエンザ予防接種を実施します。 

（２）乳幼児保健の充実 

４か月児健診、10か月児健診、１歳６か月児健診、２歳児健診、３歳児健診を実施するとと

もに、乳幼児相談、発育・発達に関する相談の充実を図ります。 

（３）成人保健の充実 

積極的な定期健診を奨励し、生活習慣病などの早期発見・治療や予防に努めます。 

特に、40歳以上の町民を対象に、寝たきりや閉じこもり予防のため、介護予防事業との連携

により、健康教育・健康相談などへの参加を奨励します。 

 

３．医療体制の充実 

関係医療機関や医師会の協力を得て、適正な医療体制を確立します。また、休日、夜間の診

療体制の充実を図ります。 

さらに、広域的な医療体制を充実し、災害時などの救急体制の整備を図ります。 
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４．衛生的な環境づくり 

自然環境に配慮しつつ、ペットや家畜の衛生管理や伝染病を媒介する害虫駆除、適正なごみ

処理など、衛生的な環境づくりに努めます。 
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第３節 次世代育成 

【現状と課題】 

児童福祉の充実を図るとともに、子育て支援を総合的に推進するため、平成９年３月に住民

参加による小川町子育て支援総合計画を策定し、子どもが生き生きと育ち、家庭の子育てをあ

たたかく支援する地域社会づくりを目指したまちづくりを推進してきました。平成17年３月に

は、小川町次世代育成支援行動計画を策定し、総合的な少子化対策、次世代育成対策に取り組

んでいます。 

保育園については、公立４園、私立１園があります。低年齢児保育については、公立保育園

では平成11年度より１歳児からの保育を実施し、現在３園で行っています。私立保育園では０

歳児からの保育が実施されているほか、家庭保育室においては０～２歳児の保育が実施されて

います。今後は、公立保育園での０歳児保育実施を図っていく必要があります。 

また、学童クラブは５か所あり公設民営で運営されていますが、新たな施設の整備が課題と

なっています。児童館については、事業を充実し、利用者の拡大を図っていく必要があります。

ファミリーサポートセンターにおいては、実施内容のＰＲを進めるとともに、その充実を図る

必要があります。 

児童の健全育成については、青少年相談員、青少年育成推進委員、青少年補導委員などとの

連携のもと、夏休み子どもキャンプ、良書普及、街頭補導などを行っており、家庭、学校、地

域、行政が一体となって取り組む必要があります。このため、子ども会活動、スポーツ活動や

ボランティア活動などを充実させるとともに、青少年の自主活動への支援が必要です。 

また、ひとり親家庭についても、相談活動を充実するとともに、ひとり親家庭等医療費負担

制度の充実を図るなどにより、自立を支援していく必要があります。 

 

保育所の概況 

収 容 人 員 （人） 面積（㎡） 区 分  

 

保育所名 

定員 

(人) 総数 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 敷 地 建 物 

保 

育 

士 

その他

の職員 

保育士１

人あたり

保育児数 

総   数 440 453 1 24 51 110 144 123 13,391 2,943 56 19 8 

中央保育園 100 104   9 25 36 34 2,064 559 12 4 9 

大河保育園 100 96  5 12 29 29 21 3,682 696 11 4 9 

竹沢保育園 60 64  4 6 10 20 24 2,713 519 11 4 6 
公立 

八和田保育園 90 86  6 9 18 35 18 3,064 569 11 4 8 

私立 小川保育園 90 103 1 9 15 28 24 26 1,868 600 11 3 9 

平成17年4月1日現在          資料：女性児童課 

 

【基本方針】 

心身共に健全な次世代を育成するため、地域が一体となった子育てを実施するとともに、保

育サービスの強化など、児童福祉の充実により、少子化に対応した総合的な子育て支援策を推
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進します。また、地域活動への青少年の参加を促進し、自主的な活動を奨励します。 

ひとり親家庭福祉の推進のため、相談・支援の充実を図ります。 

 

【施策体系】 

    
次世代育成 

  
保育の充実 

  
保育内容の充実 

      

      
施設の整備 

     

   

幼児期における教育の充

実   
（第２章第４節－１） 

     

   
児童福祉の充実 

  
関係機関との連携強化 

      

      
学童クラブの充実 

      

      
遊び場の確保 

      

      
児童相談の充実 

     

   

 

  
子育て支援活動の推進 

    

   
地域との連携 

  
青少年自主活動の促進 

      

      
青少年育成組織の充実 

      

      
地域活動への参加促進 

   

   
ひとり親家庭福祉の推進    

 

【基本計画】 

１．保育の充実 

（１）保育内容の充実 

多様な保育ニーズに対応できるよう、保育内容の充実を図ります。特に、低年齢児保育、延

長保育、障害児保育、一時保育等の充実を図り、あわせて相談支援体制の整備を推進します。 

（２）施設の整備 

保育内容の充実に対応して施設の整備、維持管理に努めます。 

 

２．幼児期における教育の充実（再掲） 

大切な幼児期を一貫した教育理念・方針に基づき、大きな枠組みの中でとらえるため、幼稚

園・保育園・小学校など地域の幼児教育機関の連携を推進します。また、地域や家庭との連絡

を密にして少子化に対応します。（第２章第４節－１より） 
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３．児童福祉の充実 

（１）関係機関との連携強化 

児童の健全育成のため、学校や地域、児童健全育成組織など関係機関との連携を強化し、活

動の充実を図ります。 

（２）学童クラブの充実 

児童の健全育成と子育て支援のため、既存の学童クラブをさらに充実するとともに、新たに

公設民営により整備を進めます。 

（３）遊び場の確保 

身近な場所に児童遊園や街区公園など遊び場を確保するとともに、総合福祉センター内の児

童館機能を高め、利用者の拡大を図ります。 

（４）児童相談の充実 

児童の健全育成のため、児童相談所と比企福祉保健総合センターとの連携を図り、相談の充

実に努めます。 

また、児童虐待等に対応するため、相談機能の充実を図るとともに、ネットワークを活用し

て警察をはじめとした関係機関との連携を図ります。 

（５）子育て支援活動の充実 

保育所や児童館等が地域の拠点となり、育児相談などの子育て支援活動を推進します。 

また、経済的負担軽減のため、乳幼児医療費の助成の充実などを検討します。 

さらに、子育てを一時的に支援するファミリーサポートセンターの活動を充実するため、調

整機能や会員の拡大を図ります。 

 

４．地域との連携 

（１）青少年自主活動の促進 

青少年の社会性を養うため、自主的に行う活動を支援します。 

（２）青少年育成組織への支援 

子ども会連絡協議会やスポーツ少年団などの青少年育成組織の活動を支援します。また、学

校週５日制に対応した、子ども会活動や青少年相談員によるレクリエーションなどの野外活動

などの取り組みを推進します。 

（３）地域活動への参加促進 

ボランティア活動や河川清掃など様々な地域活動への青少年の参加を促進するため、地域ご

とに参加の仕組みづくりを検討します。 

 

５．ひとり親家庭福祉の推進 

比企福祉保健総合センターや町、民生委員・児童委員などによる相談活動を推進するととも

に、相互の連携を強化し、就労を通じた経済的自立に向けて支援を行います。 
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また、必要に応じて、福祉手当等の支給や医療費負担制度、ホームヘルプサービスなどの福

祉サービスを提供します。 
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第４節 高齢者福祉・介護保険 

【現状と課題】 

平成９年介護保険法の成立を受けて、小川町では、平成12年に高齢者保健福祉計画を改定し

て、「小川町高齢者プラン」（高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画）を策定し、その後、平

成15年に改定を行いました。平成17年の法律の大幅な改正により、平成18年に第３期の小川町

高齢者プランを策定します。 

この計画に基づいて、高齢者保健福祉や介護保険事業、介護予防事業などを推進し、高齢者

が暮らしやすい環境整備を総合的に進めていく必要があります。 

介護保険制度は、より質の高い介護サービスを提供するための基盤整備などが課題であり、

この制度を推進するため、介護保険事業計画は、社会情勢や住民ニーズに沿って、今後も定期

的な見直しが定められており、制度の充実を図っていく必要があります。 

さらに、高齢者の生きがいづくりや自立支援のため、老人クラブ活動、就労、生涯学習、社

会参加などを支援していくことが求められています。 

 

老人クラブ数・会員数の推移    

年 度  

区 分 
平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 

老人クラブ数 52 54 53 52 54 

会員数（人） 4,001 4,045 3,936 3,820 3,828 

加入率（％） 46.8 46.4 43.9 41.4 40.2 

※加入率は60歳以上人口に占める老人クラブ会員の割合 資料：福祉課 

 

被保険者数の推移      単位：人・％ 

年 度  

区 分 
平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 

第１号被保険者 6,572 6,744 6,949 7,102 7,246 

    ６５歳以上７５歳未満 3,888 3,855 3,902 3,863 3,853 

    ７５歳以上 2,684 2,889 3,047 3,239 3,393 

高齢化率    17.2    17.7    18.5    19.0    19.6 

     資料：福祉課 

 

要介護（要支援）認定者の推移        単位：人 

年 度  

区 分 
平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 

 第１号被保険者数 480 686 771 909 998 

   ６５歳以上７５歳未満 104 142 162 173 159 

   ７５歳以上 376 544 609 736 839 

 第２号被保険者 22 31 35 42 45 

     総    数 502 717 806 951 1,043 

※当年度累計     資料：福祉課 
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【基本方針】 

小川町高齢者プランに基づき、高齢者福祉事業、保健事業の実施や生きがい対策などの高齢

者施策の充実を図ります。 

また、介護予防に力を入れるとともに、要介護者に対しては、保健医療サービス及び福祉サ

ービスを適切に提供するため、制度の普及・啓発、介護サービス供給体制の充実に努めます。 

 

【施策体系】 

   
高齢者福祉・介護保険 

  
在宅サービスの充実 

  
サービス体制の確立 

     

   
 

  
サービス内容の充実 

   
  

 

生きがいづくりと自立へ

の支援   
老人クラブの育成 

      

      
生涯学習の推進 

      

      
自立への支援 

     

   

地域支援事業の充実 

   

地域包括支援センターの

活用 

     

   
介護保険制度の充実 

  
制度の普及と確立 

     

   

 

   
介護予防の推進 

      

      
サービス基盤の整備 

 

【基本計画】 

１．在宅サービスの充実 

（１）サービス体制の確立 

福祉サービスが必要な高齢者に、的確にサービスが提供されるよう、地域包括支援センター

等の相談機能を強化します。 

（２）サービス内容の充実 

現在実施している在宅福祉サービスの内容を充実するとともに、介護予防・生活支援サービ

ス事業を強化し、必要なサービスメニューの拡充を図ります。 

 

２．生きがいづくりと自立への支援 

（１）老人クラブの育成 

各地区に組織されている老人クラブを活性化し、高齢者の生きがいづくりを推進します。こ

のため、リーダーの育成や活動場所の提供、広報による活動紹介などの支援を行います。 
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（２）生涯学習の推進 

高齢者の知的欲求に対応して、さまざまな生涯学習を推進するとともに、多様な社会参加を

奨励します。 

（３）自立への支援 

高齢者の精神的経済的な自立のため、シルバー人材センターの活動を支援するとともに、定

年延長や多様な就労機会の創出などを企業に要請します。 

また、国民年金制度の理解と普及に努め、適正な運用を促進して生活の安定を図ります。 

さらに、老人医療費負担制度の充実により、本人や家族の経済的負担を軽減します。 

 

３．地域支援事業の充実 

  （１）地域包括支援センターの活用 

高齢者や家族が安心して暮らせるよう地域包括支援センター等の相談活動を充実するととも

に、適正な指導を行います。 

 

４．介護保険制度の充実 

（１）制度の普及と確立 

介護保険制度についての理解を深めるとともに、制度の健全な財政運営とサービス継続のた

め、適正な給付と保険料の収納向上を図ります。 

（２）介護予防の推進 

要支援、要介護状態にならないよう、介護予防事業を推進します。このため、日ごろからの

健康づくり運動など、保健・医療の施策と連携した環境づくりに取り組みます。 

（３）サービス基盤の整備 

質の高いサービスが確保できるよう、民間との連携により、介護基盤を整備します。また、

施設への依存を抑えて、安心して在宅生活が送れるよう、サービス提供の体制を強化します。 

 




